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会 議 名 決算特別委員会（第２日） 

開催日時 平成２１年１０月６日 午前１０時００分～午後４時５０分 

会  場 第５会議室 

 

１．出席者 

１番 幸前信雄、  ３番 杉浦敏和、  ５番 鈴木勝彦、 

８番 内藤皓嗣、  ９番 神谷ルミ、 １０番 寺田正人、 

１３番 内藤とし子、１４番 井端清則、 １７番 小嶋克文 

 

２．欠席者  

な し 

 

３．傍聴者  

杉浦辰夫、磯貝正隆、水野金光、岡本邦彦、神谷 宏、小野田由紀子 

 

４．説明のため出席した者 

市長、副市長、副市長、教育長  

地域協働部長、生活安全 GL、地域政策 GL、文化スポーツ GL 

定額給付金 GL 

市民総合窓口センター長、市民窓口 GL、市民生活 GL、市民生活 G 主幹 

税務 GL、税務 G 主幹、収納 GL 

福祉部長、地域福祉 GL、介護保険 GL、保健福祉 GL、保健福祉 G 主幹  

こども未来部長、子育て施設 GL、子育て施設 G 主幹、こども育成 GL 

都市政策部長、計画管理 GL、都市整備 GL、上下水道 GL、地域産業 GL 

政策推進 GL 

行政管理部長、人事 GL、文書管理 GL、契約検査 GL、情報管理 GL 

学校経営 GL 、学校経営 G 主幹 

会計管理者 

代表監査委員 
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議選監査委員 

監査委員事務局長 

 

５．職務のため出席した者 

  事務局長、書記１名 

 

６．付託案件 

認定第１号 平成２０年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について  

認定第２号 平成２０年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

認定第３号 平成２０年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

認定第４号 平成２０年度高浜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

認定第５号 平成２０年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

認定第６号 平成２０年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

認定第７号 平成２０年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

認定第８号 平成２０年度高浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

認定第９号 平成２０年度高浜市水道事業会計決算認定について 

認定第１０号 平成２０年度高浜市病院事業会計決算認定について 

 

７．会議経過 

委員長 ただいまより、一般会計、７特別会計及び２企業会計についての質疑

を行ってまいりたいと思いますが、一般会計につきましては、歳入と歳出を分

けて、質疑を行ってまいりたいと思います。一般会計の歳入は一括質疑とし、
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歳出につきましては款ごとに分けて質疑を行ってまいりますので、よろしくお

願いいたします。特別会計及び企業会計につきましては、議案ごとに歳入歳出

一括にて質疑を行います。また、委員会の円滑なる運営のため、質疑について

はまとめて行っていただくとともに、発言は議題の範囲を超えないようにお願

いをいたします。また当局におかれましては、質疑に対し、適切なる御答弁を

いただきますようにお願いいたします。質疑に当たっては、主要成果説明書ま

たは決算書のページ数をお示しをいただき、マイクを使っての発言をしていた

だきますよう、あわせてお願いいたします。なお、質疑もれにつきましては、

一般会計の質疑終了後の特別会計及び企業会計の質疑終了後に、質疑もれの部

分について質疑を許可することといたしたいと存じますが、これに御異議はご

ざいませんか。 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議なしと認めて、そのようにさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。また、休憩中などで当局の説明員が席を移動する場合もあ

りますので、御了承をいただきたいと思います。なお、審査に入る前に当局よ

り発言を求められておりますので、これを許します。 

行政管理部長 お詫びと訂正でございますが、主要施策成果説明書で数字の誤

りがありましたので、訂正をお願いいたします。２７３ページでございます、

１０款６項５目、生涯スポーツ費の（４）補助金です。２番目に、たかはまス

ポーツクラブ（総合型地域スポーツクラブ）事業費補助金、この中に、額とし

て、カンマの位置がおかしい２，６００万円がございます。正しくは、２６０

万円でございますので、訂正のほうよろしくお願いをいたします。  

 

《質疑》 

 

認定第１号 平成２０年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

＜歳入＞ 

問（１７） それでは、３点ばかり質問をさせていただきます。主要施策の６
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ページ、７ページですけども、市税の不納欠損額が昨年度よりも約４，８８０

万ほど減額になっておりますけども、いろんなふうに対策を練られて思います

けども、どういった対策が実を結んだのかということと、それから同じく収入

未済額ですね、今度は去年に比べますと１億１，０００万ほどふえております。

これは当然、ひとつは不景気といいますか、それがひとつの大きな理由とは思

いますけども、ほかにどんな理由が考えられるか、もしあれば教えてください。

それから、２点目ですけど、同じ主要施策の１４、１５ですけども、今回です

ね、補助費の構成比が１４．７％から１８．０、金額も約４億７，６００万、

かなり、ほかのものと比べますと、突出しております、これ。１５ページの負

担金、補助及び交付金を見ても、やっぱりかなりふえております。こういった

扶助費や補助費がふえた主な要因を教えてください。それから３点目ですけど

も、２３ページの１番上にありますけども、国有資産等所在市町村交付金、一

応この言葉の説明と、それからですね、昨年度よりも土地において、約１３，

４１４㎡、これ減っておりますけど、どこの部分が減ったか、この３つについ

て質問をいたします。 

答（収納） 主要成果説明書の６ページ、７ページにございます、最初の不納

欠損のほうでございますけども、不納欠損は平成２０年度市税全体で５１４件

ございました。２，３８０万３，３１９円。前年度と比較しまして、１５件、

欠損額では４，８８５万８，８６６円の減となっております。減の要因でござ

いますけども、１８、１９年度、固定資産税、都市計画税の不納欠損額の合計

が連続して高額となっておりましたが、これが大手企業４社の法人によるもの

で、法人の分だけで４，６００万円ほどとなっておりまして、うち３社につき

ましては、すでに破産の法人ということで執行停止、残りの１社についても財

産処分が終了しており、事業活動を全く行っていないということで、徴収見込

みがないため、無財産による滞納処分の執行停止で、不納欠損といたしており

ます。この法人分の高額の不納欠損処理というのが２０年度につきましては、

なかったことから固定資産税のほうは７９９万１，４００円となりまして、前

年度比で４，３９０万円ほどの減額となっております。この不納欠損額の減の

要因はこれが一番大きな要因と考えております。続きまして、収入未済額の増
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でございますけども、１９年度と比較いたしますと、収入未済額では１億１，

２５２万４７７円、２９．２ポイントの増加となっております。従いまして、

徴収率のほうは市税全体で０．５％の減となっております。２０年度の市税全

体の調定額では、前年度比較２．７ポイント増加というふうになっております

けども、収入済額では前年度比２．１ポイントの増加となっておりまして、前

年の１９年度に比べまして、収入額は増となっているものの、調定の伸びに届

いておらず、比較割合で０．６ポイントのマイナスとなっております。結果、

調定額の増加が必ずしも実収入に結びついていないという結果になっておりま

す。こういった滞納の原因でございますけども、個々のケース、いろいろに考

えられますけども、市税の現年度分で見ますと、徴収率が法人市民税の現年度

分で９９．９と、前年度対比で０％というのが最高で、軒並み前年度実績を下

回っております。中でも、対前年度比マイナス２．２ポイントと一番大きく動

いたのが個人市民税で、こういった個人市民税というのは所得税と異なりまし

て、翌年度の課税となりますので、前年に収入のあった方でも翌年にはリスト

ラ、派遣切り等で職を変えられているケースというのは非常に多くございまし

て、ふるさとのほうへ帰ってみえる方、あるいは会社を転々としている方や求

職中の方も多く、これが一番の大きな滞納の原因でございます。加えまして、

税源移譲によりまして、税額自体が大きくなっておりますので、法定納期回数

以上の分納希望の相談件数も非常に多くなっている。相談や、こちらのからの

訪問にも出ていただけなくて、無視し続けるような新規の滞納者というのもふ

えておりまして、こういったことが大きな要因というふうに考えております。  

答（行政管理部） ２点目の１４ページですか、補助費等の増、それから１５

ページの負担金、補助及び交付金、これも増ということですが、これは連動を

しております。補助費等で前年度と比べますと、４億７，６００万ほど増とな

っておりますけども、このうち、病院事業繰出金、補助金がですね、３億９，

１１９万８，０００円ということで、この同額が１９の負担金、補助及び交付

金、ここにおいてもふえておるという内容でございますので、よろしくお願い

します。 

答（税務） それでは主要成果のほうの２３ページ、国有資産等所在市町村交
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付金の関係でございますが、まず概要を申し上げますと、この交付金につきま

しては、国、地方公共団体が所有する資産につきましては、原則固定資産税は

非課税ということになっておりますが、その所有する固定資産の中で、他の者

に使用させて賃借料等を徴収しているもの、こういったものは固定資産税にか

わるべきものとして、それが所在する市町村に交付をされるものでございます。

それで土地のほうの減の理由でございますが、県営住宅の中の葭池住宅分、こ

の中の一部が民間企業のほうに売却をされたと、この面積が約１２，４９０㎡

あるということでございます。 

問（３） 主要成果説明書の３１ページ、国庫補助金のうちの道路のところの

補助金ですけども、平成１９年度に比べて、４６．４％の減となっていますけ

ども、この内容についてまず教えていただきたいと思います。  

答（都市整備） ただいまの御質問でございますけれども、まず平成１９年度

の内容でございますけれども、この１億１，３３０万円につきましては、地方

道路整備臨時交付金で神明社の弧線橋の耐震対策工事、これは名古屋鉄道さん

がやっていただいておるんですが、こちらのほうに負担金として納めているも

のと、横浜橋、坂上橋耐震対策工事費等で金額のほうはじいてございまして、

総補助金額が１億１，３３０万円という内容になってございます。平成２０年

度につきましては、同じく地方道路整備臨時交付金で前橋の改築事業費の負担

金と高取西端線の道路用地等、それからまちづくり交付金のほうでございまし

て、人形小路の整備事業費、こちらのほうの金額合わせました６，０６８万５，

０００円となってございまして、内容といたしまして、あくまで事業費の確定

による、事業費の内容による減ということでございます。 

問（３） そのほかに国庫補助金の中で、同じページですけども、大きく減に

なっている補助金としては、社会福祉費の補助金がございます。こちらの部分

だとか、総務管理費の補助金、あるいは児童福祉費補助金だとか、さらには小

学校費の補助金、大きく増加している部分、これもございますので、この辺も

教えていただきたいと思いますので、お願いします。 

答（介護保険） それでは社会福祉費補助金の減額について、御説明申し上げ

ます。平成１９年度におきましては、地域介護福祉空間整備交付金ということ
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で、小規模多機能施設の整備分が１，５００万、エコハウスの整備分が８，４

００万、合計９，９００万、入ってございます。それと、先進的事業支援特例

交付金ということで、ケアハウスの改修とあと旧高浜北部幼稚園の改修整備で

８００万ということで、１，２８３万、入ってございまして、本年度平成２０

年度はその分が入ってきておりませんので、減額となってございます。  

答（行政管理部） 総務管理費の補助金が大きく伸びておるということでござ

いますが、その理由といたしましては２つございます。１つは、前年度から繰

越明許されたＪＡあいち中央高浜中部支店跡地施設改修工事及び改修工事管理

委託事業にかかる充当財源分、３，０００万円が２０年度収入済額として計上

されておるということが第１点。もう一つが、定額給付金給付事業費等の補助

金１，９００万円が計上されたということが大きな要因でございます。  

答（学校経営） それでは小学校費の補助金が大きく伸びた理由でございます。

平成２０年度におきまして、高浜小学校、吉浜小学校の渡り廊下の耐震補強工

事、これに伴います大規模改修事業補助金、これが４３３万６，０００円収入

がありましたけども、１９年度については該当工事がなかったというものでご

ざいます。 

問（３） 児童福祉費の補助金のところは、どういう感じですかね。 

答（こども） 養成講座を行いまして、その関係で６００万ほどふえておりま

す。収入といたしましては、児童環境づくり基盤整備事業費補助金ということ

で養成講座に対する６００万円の収入を受けております。 

問（１） 私は小嶋委員の発言とちょっとかぶるんですけども、７ページの市

税の不納欠損額のところで、理由はわかったんですけども、これというのは債

権管理条例の関係って絡んできているんでしょうか。 

答（収納） 基本的には考え方は管理条例が絡んでまいります。ただ、税です

んで、地方税法に準じて不納欠損処理を行っています。厳密に言いますと、管

理条例自体は今年の４月からということになりますので、これは管理条例がで

きる前に地方税法の適用で不納欠損処理をさせていただいております。  

問（１） ということは、今年度もし不納になるという判断をした場合、会計

上の帳簿から落としたりされますよね、きっと。そうなってくると、その数字
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が来年度のもしこの決算の時に出てくると、管理上前年と比較してもわかりに

くいと、管理ベースが変わるという意味合いで考えてよろしいでしょうか。  

答（収納） 不納欠損処理というのは、現年と滞繰、両方出てまいりますけど

も、請求そのものをなくすという、その債権について請求権自体をなくすとい

う行為でございますので、来年のこの欠損額というのは来年度の末の３月にや

りますけども、その分につきましては調定のほうからマイナスするというよう

なことになります。予算額ではなく、調定額のほうからマイナスをして、それ

で残ったことが収入未済ということになります。 

問（１） ということは、しつこいようですけども、税の徴収係の頑張りが見

れるようになるのは、来年から見れるようになるということですか。  

答（収納） あの頑張りをどういうふうに見るかというところもございますけ

ども、どちらかいうと頑張りというのは、この不納欠損というのは先ほども申

し上げましたように、調定から落とすというような作業になってまいりますん

で、その時点で私どもは徴収権をあきらめるということになります。ですから、

その前の段階で、訪問あるいは督促、そういった調査、そういったものをやり

尽くして、なおかつどうにもならないようなものを不納欠損しているというよ

うな考え方でございますので、頑張りの部分で増に持っていこうという形にな

るようなものについては、その途中の経過の中で差し押さえ等が財産があれば

発生しますので、そういったところが収納グループの頑張りのところだと思い

ます。 

問（１） ちょっと飛んで申し訳ないんですけども、３７ページ、雑入のとこ

ろで美術館の収入、これが平成１８年、１９年と比べると２００万ほど減って

るんですけども、この理由はなんでしょうか。 

答（文化スポーツ） 美術館収入でございます。これにつきましては、この美

術館収入の主なものとしましては、実費徴収金ということで、美術館の陶芸教

室の実費徴収金が主なものでございます。昨年１０月から指定管理制度に移行

しまして、利用料金制に移行したことに伴いまして、２０年度の歳入につきま

しては、半期分ということで半減する形となっております。  

問（１３） ページ２１ページですが、個人市民税が昨年からですと、２億ほ
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どふえていると。で、法人市民税も若干ふえているということなんですが、こ

れ５年前、１０年前と比べてみたんですが、５年前ですと個人市民税が１７億

と、法人市民税が７億と。１０年前だと２０億とかということになってくるん

ですが、市税が約２倍以上ふえていて、法人は３億ふえただけと。この間、定

率減税が廃止になって個人の負担はふえましたけども、法人のほうは、定率減

税なくて、そのまま来ているわけですが、減額が引き続きされてまして、とい

うことで、どういうふうにその辺りを分析してみえるのかということをまずお

聞きしたいと思います。 

答（税務） まず、個人の住民税につきましては、御案内のとおり、平成１９

年度に税源移譲というのがございまして、ここで約５億くらいの増があるとい

う要因がございます。それで、法人市民税のほう、これは景気の変動によって、

その納税額というのはかなり変わります。今年度といいますか、２０年度にお

きましては、上半期まで堅調な経済情勢であったというようなことから、過去

最高の調定額を上げることができたということがございますが、特に今年度に

おいてはそれが約５分の１程度になってしまうというような状況もございまし

て、法人税、法人関係のほうに定率減税があるというような御指摘もございま

すけども、実際世界的な実効税率の差を申し上げますと、昨年の１月にドイツ

が法人税率を引き下げたというようなことがありまして、アメリカと並んで日

本は世界でもかなり高いほうに位置づけられておるというようなことがござい

ますので、そのあたり御理解をいただきたいと思います。 

問（１３） ドイツなんかは法人税下げたということですが、もともと法人税

が日本では下げられていて、その上個人の場合は定率減税がなくなるし、とい

うことでは税の公平性の上からも大変問題があるんじゃないかと、不均一課税

だとか超過課税だとか方法もあるわけですから、市民税の超過課税を採用する

ことが特に今、厳しい時代ですから、求められていると思うんですが、そうい

う検討をされているのかどうか、近くでは、知立市なんかが超過課税なんかや

っておられますが、ほかの自治体でも個人と法人の格差を是正するためにも、

こういう不均一課税だとか超過課税だとか採用してみえますので、ぜひ採用さ

れるべきだと思うんですが、その点どうでしょうか。 
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答（税務） 超過課税というものがですね、個人と法人の差を埋めるためにあ

るというものでは全くないというふうに認識をいたしております。その市が超

過課税を選択するということは、特別な財政需要があるということが要件とさ

れておりますので、その個人と法人との調整のところで法人に対する超過課税

を使うというようなことは一切考えておりません。 

問（１３） 先日の一般質問でも市長が自主財源の確保に努めると発言されて

おられますが、こういう点ではどのように確保に努めるのかお考えをお聞かせ

ください。 

答（税務） 先ほど申し上げましたように、高浜市においても将来的にですね、

特別な財政需要があって、それが継続する間、超過課税を選択するということ

を否定するものではございませんが、先ほど申し上げましたように、特別な財

政需要というのはどういうものか、これは見極める必要もございますし、ただ、

漫然と超過課税を行っていかないと予算が組めないというようなことはあって

はならない、どこかに身の丈にあっていない歳出予算があるというところに視

点を置いて、財政の改革に努めるべきだというふうに考えております。 

問（１３） 先ほどの市長の件ですが、どのように考えてみえるんでしょうか。 

答（行政管理部） 自主財源の確保ということでございます。今、まさに実施

計画のほうでですね、その厳しさというものを今ひしひしと感じておるわけで

ございますが、今、グループリーダーが申し上げた点も大変重要でして、歳出、

ひとつは歳出をどういうふうに見直していくのか、これがおそらく国でもやっ

ておる事業の仕分けというのが大きな視点になろうかと思います。こういう作

業をする中で、もう一方で歳入についてももう一遍、それはやはり厳密にです

ね、取れるものはあるのかないのか、そういうところをですね、見極めていき

たい。いろいろな角度から、私どもとしては、それは調整をし、自主財源の確

保に努めていきたいというふうに思っております。 

問（１３） 特別の入り用がある場合にやる可能性があるというお話ですが、

高浜市は県下一高い介護保険料になってます。これもいろんな介護関係の施策

を全部一緒にして出してますから、市としての福祉施策に変えれば、県下一高

いというような保険料のあれはなくなると思いますし、資料いただきましたら、
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資本金１０億円以上の企業数で見ますと、増収見込みが１億１，６３３万６，

０００円ということが出てました。こういう面からいってもね、いろんな施策

ができるわけですから、ぜひこの自主財源の確保ということについては考えて

いただきたいと思います。それから不納欠損と収入未済額の問題については、

決算書のページ、８９ページに載ってますが、この問題で個人市民税が税源移

譲があったりして、かなり金額的にふえて大変厳しい生活になっているわけで

すが、この問題も今の問題と絡んで個人市民税がふえてきてますので、大変厳

しい状況になっておると思います。この面でいろいろ取り組みをしてみえると

思うんですが、これまでとどんな違いを感じてみえるのかということと、それ

からほかの税だとか市営住宅の家賃だとかいろんな重複して滞納される場合も

あると思いますが、どういう順番で徴収されるのかお示しください。 

答（収納） 先ほど市税の滞納のほうの要因等ございまして、そこでも少し述

べておりますけども、個人市民税、特に収納率が下がっておりまして、その中

で先ほど申し上げましたけども、税額自体が大きくなっておりますので、普通

の納付期限、市民税ですと年４回になりますけども、そういったものがなかな

かその回数で払えないという方の納税相談、それが非常に多いです。それは一

員としましては、市民税が現年課税と申しましても、前年の所得によって課税

されますので、所得税の年末調整と違い、一年遅れで課税されるということが

ございまして、収入はあったんですけども、翌年にはその分についての蓄えが

ないというような状況でございます。それとあと、就労関係ですね、そういっ

たところの悪化ですね、そういったものを原因として、納税相談とかが多い形

になっております。それと重複の関係でございますけども、その方によって違

いますし、私どもの収納の額等を考えまして、基本的には個人の方の御希望と

いいますか、どこへ入れるんだというのを優先しますけども、市税に入れてほ

しい、あるいは住宅ローンに入れてほしい、そういった話は当然させていただ

きまして、一義的にはその納税者の方の御希望によってそちらのほうへ収納す

るような形を取っております。 

答（税務） 先ほど委員のほうから、法人市民税のほうで超過課税をやって自

主財源を確保せよということで、確かに２０年度の決算におきましては、１０
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億円以上の法人への不均一課税を導入をすると１億１，６００万余の財源がで

きるということでございますが、今年の３月、２１年度の当初予算のところの

資料でいきますと、これが９９３万７，０００円ということで、１，０００万

にも満たないというようなことでございます。当然、その特別な財政需要に対

応するような安定した財源ではないということもぜひ御理解いただきたいとい

うふうに存じます。 

問（１３） 特別な財政需要に当てはまらないというお話ですが、特別な財政

需要にいくらぐらいあれば財政需要に当てはまるということを言われるのか、

１億に近いお金が増収できるわけですから、その分を市のいろんな施策に振り

分けるといいますか、持っていくということはできると思うんですが、その点

でお願いをしたいと思います。それからページ２３ページですが、固定資産税

が３９億５，２００万で、１，３００万ほど減っていますが、なぜかというの

と、都市計画税が７億４，７１２万、これ固定資産税と合わせて負担が大変大

きいために、各地で都市計画税の軽減が実施されてますが、このあたりでは一

色町だとか碧南市でも下げていると思いましたが、そういう点で高浜でも検討

しているのかどうか、お示しください。 

答（税務） 今私ども都市計画事業費というのが都市計画税をまだ大きく上回

っておるというのが状況でございます。ちなみに都市計画税が都市計画事業費

に充当する割合が６９．４％というような状況でございますので、このような

状況が続く限り、税率を引き下げるという考えはございません。 

問（１３） ページ２９ページをお願いします。１１款の分担金及び負担金の

ところで、社会福祉費負担金がふえて、児童福祉費負担金とか幼稚園費負担金

が減ってますが、また保健体育は同じぐらいなんですが、これ内容についてお

示しください。 

答（子育て） まず児童福祉費負担金については、１億４，７００万余りと前

年度と比較して下がっておりますが、こちらについては保育料、公立４園、よ

し池、高浜南部保育園の保育料です。こちらについて、減額になった大きな理

由としましては、まず全体での保育園の園児数が減ったことと、もう一点大き

いものがありまして、第３子無料化、こちらのほうにつきまして、６園で９０
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０万ばかりふえている、こういったことがありまして、全体的に保育料が下が

っているという状況です。続きまして幼稚園費負担金につきましては、スポー

ツ振興センターの保険料の自己負担分ですが、幼稚園児数が減ったことにより、

減額となったものですので、よろしくお願いします。 

答（学校経営） 保健体育費負担金でございますが、これは日本スポーツ振興

センターの保護者負担金ということで児童生徒数がふえたことによる増でござ

います。 

答（保健福祉） 社会福祉費負担金ですが、こちらのほうは老人福祉施設措置

費負担金ということで、養護老人ホームのほうに措置をしております、入所し

てみえる方、それから扶養してみえる方から徴収をさせていただく負担金にな

っておりまして、１９年度は１８人措置をしておりましたが、２０年度は１９

人ということで、１名増による増になっております。 

問（１３） 社会福祉費負担金の養護老人ホーム、これは全部で何名措置でき

たのかどうか、ちょっとそこをお示しください。 

答（保健福祉） 高浜の養護老人ホーム高浜安立、こちらのほうが年間で１８

名の方、それから養護老人ホーム福寿園、これは田原にありますが、１名の方、

それから碧南市養護老人ホーム、こちらが１名、それで２０名ということにな

ります。あと特別養護老人ホームの高浜安立のほうに１名措置をさせていただ

いております。 

問（１３） ３０ページの手数料のところですが、清掃手数料が減ってますが、

これはし尿処理の関係なのか、浄化槽の清掃の関係なのか、可燃ごみの関係な

のか、ちょっとお示しください。それから、次に３１ページの委託金のところ

ですが、戸籍住民基本台帳の委託金が７１５万３，０００円出てますが、これ

はどのような費用なのか、社会福祉費委託金と合わせてお示しください。  

答（市民生活） 清掃手数料２，７６８万７，１００円でございますが、内訳

といたしましては、浄化槽の清掃業許可手数料、こちらが１万円、廃棄物埋め

立て処分場の手数料、こちらが１０万１，０００円、廃棄物の埋め立て処分の

手数料、こちらが１１万円、一般廃棄物処理業の許可手数料、こちらが１１万

円、一番大きなものといたしましては、次に申し上げます可燃ごみの処理手数
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料ということで、指定袋のお買い上げいただく、そういった手数料が２，５４

４万８，１００円と、あと粗大ごみの収集運搬につきまして、２０１万８，０

００円という状況でございます。 

答（市民窓口） ３１ページの委託金でございます。まず戸籍住民基本台帳費

委託金ですが、これは外国人登録の関係の事務を行う部分についてですね、国

のほうからいただける委託費でございます。また社会福祉費委託金につきまし

ては、国民年金事務の関係に関わるところの委託費ということになっておりま

す。 

問（１３） ３３ページお願いします。１５款の財産収入ですが、この中に不

動産の貸付収入というのが出てきますが、４，８５２万８５１円となってます

が、この中に日福大の地代といいますか、家賃が入っているかと思うんですが、

それでいいのかどうか、まずお示しください。 

答（行政管理部） この不動産貸付収入のところに、日本福祉大学高浜専門学

校の貸付に関する費用は入っておるかということですが、当然ここに入ってお

ります。 

問（１３） そうしますと、２，４００万でしたか、入ってるということだと

思うんですが、契約が平成８年にされて、２８年まで２０年間の契約だったと

思うんですが、来年の３月で日福大のほうはやめられるというお話ですが、途

中解約の場合、どのような取り扱いになっているのか、その後の計画について

もどういうふうになっているのか、その間、賃貸契約がどういうふうになって

いるのか、お示しください。 

答（福祉部） 日本福祉大学の３階部分でございますが、契約につきましては、

内藤議員御指摘のありましたように、平成８年から平成２８年の３月３１日ま

で２０年間ということで契約を結んでおるわけですが、契約書の中では経済状

況の変動等により状況が変わってきた場合は、甲乙、私どもと日本福祉大学と

の協議の中で進めてまいるというふうになっております。そこで、ただいま３

階の校地利用につきましては、本年１０月を最終調整の段階ということで、た

だいま検討をさせていただいておるところでございます。 

問（１３） ２８年まで契約があって、協議して進めるというお話ですが、要
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するに途中解約になるわけですよね。その今後どういうふうに使うかというの

は別にしても、どのように契約を打ち切るのか、お示しください。  

答（福祉部） 基本的にはですね、現在の契約は高浜専門学校の校舎という形

で契約をさせていただいておりますので、この専門学校が廃止されるというこ

とで、私どもといたしましては日本福祉大学との官学連携、新たな方向性を考

えていきたいというふうに考えております。 

問（１３） 高浜にしてみれば、２８年まで地代が入ってくると考えていたと

思うんですが、その点でどういうふうに日福大との契約を打ち切りにされるお

つもりなのか、その点をお聞きしてるんですが。 

答（福祉部） ただいまの御質問につきましては、私ども一応、事務担当レベ

ルというんですか、福祉部あるいは日本福祉大学の事業部との調整でありまし

て、今後はトップレベルの話になっていくかということで、現段階では先ほど

も申しておりますように、新たな事業展開について、調整をしているというこ

とでございます。 

問（１３） わかりました。今後はトップレベルの協議になっていくとのこと

ですが、ぜひ高浜市としてきちんとその点での協議をしていただきたいと思い

ます。次のところで、基金利子が１，５３４万１，４８５円出てますが、１０

４．２％増加してるわけですが、これの説明をお願いします。それから、その

下の財産売払収入のところで土地の売払収入の主な内容と物品売払収入の主な

内容について、お示しください。 

答（会計管理者） 基金利子の関係につきましては、私のほうから御説明申し

上げたいと思います。平成１９年度については、７５１万３，３７７円に対し

て、平成２０年度は１，５３４万１，４８５円ということで、１０４．２％増

加をさせていただいておるところですが、内容につきましては、平成１９年度

に資金が１５億４，４２１万６，６６８円を運用させていただいた利息が７５

１万３，３７７円、それと２０年度につきましては２１億２，６５２万３，４

５７円を運用させていただいた利息が１，５３４万１，４８５円ということで

増加をしておると、基金の元金が増加をした関係で利息もふえているというこ

とでございます。 
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答（計画管理） ただいまの土地の売払収入の御質問でございますけども、内

訳といたしましては、道路、水路等、これは用途廃止といいまして、不要とな

ったものですね、使う必要がなくなったものをその土地の隣地の方等々に処分

をしたものとですね、それと愛知県に対しまして、今、主要地方道西尾知多線

の道路拡幅工事が進んでおりますが、そこの部分で道路用地として、売却処分

をしたものでございます。 

答（１３） 物品売払収入については、今、お話がありませんでしたが、主な

内容についてお示しいただきたいというのと、ページ３４ページに１７款で基

金の繰入金、３億７，０３８万８，４５４円ありますが、この中でまちづくり

パートナーズ基金の繰入金が５，４８７万２，８０８円と昨年の倍以上にふえ

てますが、これはどういう理由によってふえたのか、また、この活用について

はどのようになっているのかお示しください。 

答（地域政策） まちづくりパートナーズ基金の繰入金の活用につきましては、

市民公益活動支援事業と地域内分権推進事業という事業に使わせていただいて

おります。ふえた理由といたしましては、２０年度から協働事業のハード整備

費事業というのが立ち上がりまして、この分が１，９９５万円ふえています。

これが大きな要因でございます。 

答（文化スポーツ） ３３ページ物品売り払い収入のお尋ねでございます。こ

れにつきましては、美術館の図録等の売り上げでございまして、展覧会の企画

が異なることから、図録の売り払い収入等、計上し、減額となっているもので

ございます。 

問（１３） ３５ページの繰越金の関係ですが、８億１，５０４万１，９３１

円、繰越金がふえていますが、これはもっと差し迫ったといいますかね、施策

に活用するべきじゃないかと考えますが、どのような検討をしてみえるのかと

いうことと、次に３７ページの雑入で保育園収入がありますが、これは一時的

保育なのかどうかということと、児童クラブ収入が１，３４８万６，０００円

載っていますが、生活保護家庭であずけている子はいるのかどうかということ

と、一人親家庭の助成についてぜひ考えるべきだという問題と、一人親家庭の

子供で複数あずけている子供はどれくらいいるのかという点で、お示しをお願
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いします。 

答（行政管理部） ３５ページの前年度繰越金についてでございます。額があ

る意味では多いんではないのか、それにどのようなものに活用するのかという

意図であろうというふうに思いますけども、何度も議会でですね、答弁をさせ

ていただいておりますけども、この標準財政規模に対して５パーセント前後あ

たりがですね、必要ではないのかと、望ましい形というふうに言われておりま

す。また、昨今の国の状況等を考えますと、ちょっと不透明な部分ありますけ

ども、この繰越金というは、まさしく、紐付きでない、自由に使える財源とい

うことになります。したがいまして大きな観点、また、前言いましたように、

事業の仕分け等行っていきますので、必要なところに、こういった繰越金をあ

て込んでいく、そういう考え方を持っておりますのでよろしくお願いをいたし

ます。 

答（子育て） まず、保育園収入の関係ですが、この保育園収入の中に一時保

育が入っております。減額になった理由ですが、平成１９年度に比べて２００

万ばかり一時保育のほうが減額となっております。なお、平成１８年度が平成

２０年度と同様ですので、１９年度は高くて２０年度にまた元に戻ったという

感じであります。続きまして、児童クラブですが、生活保護世帯、平成２０年

度におきましては、２世帯あったと記憶しております。委員お話のとおり、減

免規定としては生活保護世帯の減免は設けておりますが、一人親世帯の減免は

設けておりません。こちらについては、一人親世帯に対しては、とりわけ入会

の中で一人親世帯は優先順位の中で優先的に点数を加算して入会をしていただ

いているという状況でありますので、入会にあたっての減免規定を考えてはお

りません｡ 

問（１３） 一人親家庭で何人くらいというか何世帯くらいが複数あずけてい

るのかお示しをいただきたいというのと、雑入が９，３８１万８，３６４円あ

りますが、この内訳の主なものはどういうものがあるかお示しください。 

答（子育て） 一人親世帯ということで、兄弟入園までは、ちょっと把握して

おりませんが、全体の中で母子家庭が４９世帯、父子家庭が５世帯ということ

で、平成２１年４月１日の状況ですのでよろしくお願いします。 
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答（行政管理部） ３７ページの雑入の主な内訳はということでございますが、

資源ごみ回収の収益金が２，０００万ほど入ってますね。それから市町村振興

協会基金交付金、これも２，１００万ほどあります。それから、後期高齢者医

療広域連合受託事業収入が１，２００万ほど入っておるというのが主だった内

容でございます。 

問（１３） ぜひね、一人親家庭の子供に対する助成事業をやっていただきた

いと思うんですが、この点で高浜はいっこうにやる方向が出てきませんが、ぜ

ひ、今医療費の無料化だとかいろんな問題が子育て支援でやられています。ぜ

ひ、この問題でも善処していただきたいと思います。雑入の関係ですが主なも

のはわかりましたが、この雑入のところで弁償費が入っています。弁償費が載

っていて昨年まで載っていた、職員の給食費実費収入が載っていないんですが、

これは、なにを基準に載せるのかというのをちょっとお示しいただきたいと思

います。 

答（行政管理部） 雑入は、１９、諸収入、雑入の雑入ということですから、

まさに入れる項目のないところをこの雑入で受け入れておるという理解ですの

でよろしくお願いいたします。 

問（１３） それはわかるんですが、この弁償費が３，７５０円載ってて、昨

年まで載っていた職員給食費のあれが載っていないんですが、この載せる順番

といいますか、理由といいますか、これは何を基準に載せてみえるのかとちょ

っとお聞きしたいのですが。 

答（税務） 弁償費の３，７５０円でございますが、これは税務グループのほ

うでやっております、軽自動車の関係原動機付自転車ですか、そのナンバーを

ですね、棄損をされたり、あるいは紛失されたという方に対して１件当たり１

５０円をいただいておるというのがございまして、それが２５件あったという

ものでございます。 

答（行政管理部） 雑入の区分、順番についてはですね、前年度と比較してで

すね、見やすいように並べておるというふうに理解をしておりますのでよろし

くお願いします。 

問（１３） これ、金額の多い少ないで載せてるわけではないと思うんですよ
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ね、３，７５０円が、値段は別ですけど、金額が少ないですから。この何を基

準にここは載せているのかというのがわからないもんですから聞いているんで

すが、お示しください。 

答（行政管理部） 何を基準ということでございますが、最初に申し上げまし

たように雑入として受け入れる、単にですね、受け入れる項目がないものにつ

いてこの雑入で受け入れておるということでの理解でよろしくお願いします。 

問（１３） ちょっと答がまだ納得いきませんが、これについてはまた後でお

聞きしたいと思います。これで歳入のほうは終わります。 

休憩 午前１１時０９分 

再開 午前１１時１９分 

 

＜歳出＞ 

１款 議会費 

 

 質 疑 な し 

 

２款 総務費 

問（９） ２款総務費、成果説明書から６４ページ、それと７８ページ。２件

について質問します。１の総合住民情報管理事業で１億円あまりの事業が掲載

されて成果が説明されていますけども、市民感情といいますか、１億円以上も

かかっている事業に対してこれは、なに買いました、ソフトとかメモリーの後

はパッケージのやりましたという事業が羅列してあります。それについてです

ね、事業仕分けをやるということですので、この事業に対する成果、説明がで

きないような、書き方というかわからなかったんですね、これ読んでいて。や

っぱりやった事業に対して費用対効果をみるのはやっぱりこの部分の積算にな

る数字が出ていない。それと同じく７８ページのほうですけども、市税賦課支

援事業ですか。これも全部一式空中写真撮影とか、土地評価のものも全部一式

いくらと普通は書かれると思うんですけども、一式、一式、一式と全部書いて

あるだけでその個々に対する事業の説明がやっぱり事業をしたというならやっ
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ぱりそれにお金がかかります。費用がかかります。でしたら、ここまで主要成

果で説明で情報開示されるなら、ぜひ積算金額をお示ししていただけないかな

と思いますがいかがでしょうか。 

答（行政管理部） ６４ページ、総合住民情報管理事業、１億を超える金額を

要しているのに積算根拠等が示されていないというような御指摘でございます。

実は、この情報管理の事業の大半を占めますのは委託料でございます。今回、

前年度と比較をしてもですね３５．１パーセントとソフトウェアの開発修正の

委託料がアップをいたしております。で、その内容がですね、例えばコンビニ

収納導入に伴う総合住民情報システムの修正業務委託、これが２，６７７万５，

０００円とか、それから年金特別徴収制度に伴う総合住民情報システムの修正

業務委託１，１７６万円とかいった大きな額が載っておるわけですけども、こ

の成果というものは今申し上げましたように、それぞれ例えば、税務、収納の

ほうでですね、コンビニ収納によってどれだけ効果が表れてきたのか、あるい

は、年金関係でもですね、これは国の制度に基づいて行っていくわけですけど

も、この辺りをどういうふうに評価していくのかという問題もあろうかと思い

ますが、そもそもこの電算管理につきましては、基幹業務といわれる今言いま

したように、他にも法人市民税システムの修正であるとか、それから固定資産

税評価システムに伴うシステム修正とかいった様々な修正内容がございます。

これの成果は効果というか、国の制度が変われば当然、システムを修正してい

かなければならない、そういうことでございますので、逆に言えば、国の制度

が変わり、その運用を正しくしていくために、やらなければならないシステム

修正である、それが大きな内容を占めておるとということで御理解をしていた

だければというふうに思います。 

答（税務主幹） 市税賦課支援事業につきましては、個々に金額載せておりま

せんけども、今後載せるように努めます。それから、口頭で申し上げますけど

も、（１）の空中写真の関係につきましては、７９２万７，５００円。（２）

の土地評価基礎調査につきましては５９１万３，５７５円。それから７９ペー

ジのほうの（３）確定申告支援システムの関係につきましては、５９万２，２

００円。（４）確定申告支援システム運用カスタマイズにつきましては、５２
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万５，０００円。（５）の確定申告支援システムハードウェア保守につきまし

ては１５万４，９８０円であります。 

問（９） ありがとうございました。最初に質問しました６４ページの総合住

民情報というのはわかりにくい、とてもわかりにくいシステム、国の改正があ

ると変わっていくからわからないということではなくて、やっぱり積算金額と

いうか、ここまで事業費というのが１億円でてきたわけですから、そこらへん

の大まかといっては御幣がありますけれども、積算数字が分けれないというこ

となのでしょうか。それともどういったことかそこらへんを少しもう一度お聞

きしたい。 

答（行政管理部） 積算数値がわからないということではございませんが、委

員が個々にですね、計上すべきであるというようなことであれば、そういった

記載内容をですね、検討はしてまいりたいというふうには思いますが、ただな

かなか制度上、改正等に伴う内容ということですので、なかなかわかりにくい

内容であるということを申し上げさせていただいておるということでございま

す。 

問（９） 了解いたしました。これから事業仕分けをしていくわけですからぜ

ひそれに対しての費用対効果を計るにもやっぱりこういった基準となる数字と

いうものはお示ししていただきたいということで以上質問を終わります。 

問（１３） ページ４５ページ成果説明書ですね、市民公益活動支援事業のう

ち、協働事業ハード整備費交付金というのがありますが、これはどのような団

体がやってみえるのか、どのような事業をやってみえるのか、取り組みの状況

をお示しください。 

答（地域政策） 協働事業のハード整備費につきましては、細工人形保存会に

よります、細工人形の工房ですね、これは柳池院の工房の改修事業です。それ

から人形小路の会が行われました、伝承工房の整備事業、それから、南部まち

づくり協議会のほうが行われましたチャレンンジドワーキングスペース整備事

業、それから同じく青色防犯灯設置による地域防犯力向上に関する事業となっ

ております。 

問（１３） 今言われた事業ですと、南部がチャレンジ何とかと、青色回転灯
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っていうふうに聞いたんですが、４つしかないという、南部はまだ他にも５事

業となっていますが、この点でどのようになっているのか。どのような活動が

されているのか。柳池院だとかはわかりますが、ちょっとお示しください。 

答（地域政策） 実は南部まちづくり協議会のほうが、青色防犯灯設置による

地域防犯力向上に関する事業では田戸地区の事業とそれからそれをさらに水平

展開されて碧海町、二池町の事業というふうにここで２事業という扱いになっ

ております。 

問（１３） この防犯力の件についてはわかりましたが、先ほど言われた、伝

承何とかというのと、南部のチャレンジ何とかというのをもうちょっと詳しく

教えてください。 

答（地域政策） 南部まちづくり協議会のチャレンンジドワーキングスペース

整備事業につきましては、パン工房があります、南側にチャレンジドが安全に

自立に向けた訓練とか作業のできるスペースをつくられたというものでござい

ます。それから人形小路伝承工房整備事業につきましては、人形小路の会がち

ょうどですね、ひまわり、吉浜のところに「ひまわり」さんがあったところな

んですが、そこの前の空き地のところに伝承工房ということで細工人形師とか

ですね、菊人形製作実演の場ですとか、例えば人形小路の菊祭りのときにもそ

こが展示会場となっておりまして、現在はパネル展示と一部細工人形が飾って

ございます。 

問（１３） ページ４８ページの２款１項６目、市長及び副市長の行政活動事

業の中で、福祉自治体ユニットの負担金というのが１０万載っていますが、こ

れのメリットはどのようなものがあるのか、また、今後どのようにされていく

のかお示しください。 

答（人事） 福祉自治体ユニットのメリットということでございます。これは、

住民サイドの福祉行政を進める市町村長の会ということでございまして、首長

さんが所属するわけでございます。内容といたしましては、研修会、首長連絡

会、国への提案提言、こういったものを活動内容といたしておりまして今年の

４月現在で全国の７２団体が加盟いたしております。やはりいろんな先進自治

体の考え方、施策そういったものが学べる機会だとこんなふうに考えおります。 
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問（１３） ７２団体が加盟というお話ですが、これは首長さんだけが７２団

体という意味ではないと思うんですが、首長さんがどれくらいで、そのほかの

方たちがどれくらい、わかりましたらお示しください。 

答（人事） 市町村長の会ということで首長が７２人、７２団体でございます。 

問（１３） 次に１３ページですが、２款１項７目の職員の衛生管理事業の中

で職員の方全員が健康診査をきちんとされているのか、メンタル面はどのよう

にされているのか、それから長期欠勤の方がおられるのかどうかそのあたりを

お示しください。 

答（人事） 職員全員が対象になっておるかということでございますけども、

これは職員全員が対象になっておりますけども、中には個人的な都合によりま

して受診をされないケースも一部ではございます。具体的に申し上げますと、

受診率といたしましては、９４．４パーセントという数値になっております。

それからメンタルヘルスに関するお問合せでございますけども、この主要成果

説明書の５１ページの方に研修の内容がございますが、上から２番目にカウン

セリングマインド研修だとか、それから４９ページの下から５番目にメンタル

ヘルスに関する研修、こういったメンタルヘルスに関していろいろな研修を積

んでおる状況でございます。それから最後に、長期休業の状況というものでご

ざいます。平成２０年度におきまして、病気等で３０日以上の休暇を取得した

職員は１２人ございます。 

問（１３） 長期欠勤の方が１２人みえるというお話ですが、その方たちの内

訳といいますか、状況について説明してほしいということと、高浜は成果主義

を強調してやってみえると思うんですが、ほんとにそういう面でメンタルのい

ろんな問題がでてきているんではないかという気がいたしますが、その点で。

それから個人で受診しない理由はあると思いますが、９４．４パーセントとい

うことで臨時職員も入っているかどうかというのと、それから９４．４パーセ

ントでは、健康診断全員していないわけですから、毎年逃げているといっては

御幣があるかもしれませんが、そういう方がみえるのかどうか。たまたまこの

年は受診しなかったけども、ずっとやっているという状況なのかどうかお願い

します。 
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答（人事） まず最初に、病気等で３０日以上の休暇をした職員の１２人の内

訳でございますが、心の病気というんですか、そんなものが原因の方が６人と

なっております。それからメンタルヘルスのいろいろな対策ということでござ

いますが、先ほど研修の件は申し上げましたけども、実は愛知県の市町村共済

組合のほうでは医師や専門スタッフが２４時間年中無休、通話料無料で対応い

たしております、電話ヘルス相談というものが開設をされております。そうい

ったことから全職員に対しましてその案内をさせていただいております。それ

から受診率の関係でございます。臨職入っておるかというお話でございました。

先ほど申し上げた数字は９４．４パーセントでございますけども、これは正規

職員のみの率でございます。健診の対象につきましては当然、臨職も入ってご

ざいます。それから、受診していない者が、固定の職員かというようなお話で

ございますが、これは固定の職員ではなくて年度によっていろんな方というで

すか、固定の職員ではございません。やはり受診されないということは、健康

上いろんな心配もされますので、そういった方につきましては、身近な医療機

関での受診を勧めておるところでございます。 

問（１３） 臨時の方については、この数字ではないというお話でしたので、

臨時の方の受診率がわかればお示しいただきたいというのと、臨時の方の対応

がどのようになっているのかというのと、長期欠勤の状況で心の病といいます

か、６人とおられるということは大変なことで、こういう問題はきちんと解決

していく、昨年はどれくらいみえたのかどうか。そこも教えてください。 

答（人事） 臨時職員の受診率は、資料として積算はいたしておりません。そ

れから６人の心の病の方がでておるわけですが、高浜市の場合は、今申し上げ

た６人でございますけども、実は地方公務員安全衛生推進協会、これ財団法人

でございますが、この法人が１９年度職員の健康状態に関する調査というのを

行っておりまして、その数値を見ますと、全国の地方公務員全体の統計でござ

いますけども、長期病休者のうち心の病気の占める割合というのが４２．７パ

ーセントになってございます。高浜市の場合は１２人中６人でちょうど５０パ

ーセントでございますので、若干高いですけども、取り立てて高浜が高いとい

う状況ではないというふうに思っておりますし、たまたま高浜市の職員という
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のは職員数が少ないものですから、一人あたりの影響が率には大きく反映する

のかなということを思っております。それからもう一点、このメンタルヘルス

の関係でございますけども、実は全国的にみてもこの心の病が原因で長期病休

者というのは、高浜市だけではなくて全体的にもふえているという傾向を示し

ておりますので取り立てて高浜だけがというところではないというふうに理解

をいたしております。 

問（１３） 臨時の場合は受診率把握していないというお話ですが、これきち

んと把握をしていただきいというのと、メンタルの面で高浜は特別問題はない

んだというお話ですが、この少ない職員の中で、６人みえれば大変なことだと

思うんですけども、こういう面でぜひどのようにしてメンタルの職場がほんと

に働きやすい職場であればこういう面はでないと思うんですが、どのような対

策をとってみえるのかどうかそこをお示しください。 

答（人事） 臨職の受診率につきましては今後把握をしていきたいと思ってお

ります。それからメンタルの問題でございます。実はメンタル的な病にかかる

職員というのは比較的若い職員が多いという傾向がみられます。で、この原因

でございますけども、最近の若手の職員というものは、職場内での職員同士の

コミュニケーションが不足気味であるといわれておりまして、これがややもす

ると、職員の孤立化につながると言われております。こんなことから今年度か

ら若手職員を対象といたしましてコミュニケーションを深めて職場での連帯感

を高めることによって相談しやすい環境をつくるということで、若手職員成長

支援研修というものを実施いたしております。 

問（１３） メンタルの面では、ぜひいろんな取り組みだとかだけではなしに

メンタルの起きないような職場つくっていくということが大事かと思いますの

で、ぜひそういう面でやっていただきたいと思います。それから臨時の受診率

はぜひつかんでいただきたいと思います。それからページ５７ページですが、

１０目の委託料の関係で新公会計制度システム開発委託料が７７７万出ていま

すが、これ新たに開発委託料、システム開発委託料として出ましたが、どうい

う内容なのか、理由とか目的、取り組みなど教えてください。 

答（行政管理部） 新公会計制度システム開発委託料でございますけども、も
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う委員さんも御案内のとおりですが、平成２０年度決算から、いわゆる財務４

表、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書をで

すね、作成して公表に取り組むということとされました。それがために、要は

今の私どもの会計がですね、いわゆる単式データを発生主義、複式簿記による

複式記帳データへ、自動変換をするそういうようなシステム開発ということの

内容でございます。とはいいながら、このシステム導入に伴いますコンサルテ

ィング業務でありますとか、さっき申し上げた既存財務会計システムからのデ

ータ変換業務でありますとか、いろいろここら辺は指導を受けながらですね、

間違いなくその財務４表を作成をしていくというとこが主な内容となっており

ます。 

問（１３） そうしますと、金額は別にして、これからこの葵総合税理士法人

というところとずっと指導を仰いでいくといいますか、そういうことでしょう

か。 

答（行政管理部） 今回、今申し上げましたように開発費というところで大き

な額が計上がしてあるわけですけども、端的に申し上げれば、この分析関係で、

この総合税理士法人にですね、指導を仰ぐのかどうかについては、今後また検

討をしていく必要があろうかというふうには思います。ただシステム保守的な

費用等はこれは当然発生をしていくだろうというふうに思っています。 

問（１３） 次にページ６３ページですが、２款１項１４目の広域行政推進事

業、この中で名鉄三河線複線化促進期成同盟会というのがございますが、これ

はどのような活動をしているのか、碧南から先、廃線になってしまいましたけ

ども、どのような取り組みがされているのかお示しください。 

答（地域政策） 名鉄三河線複線化促進期成同盟会の事業内容ということでご

ざいますが、これは碧南市、高浜市、刈谷市、知立市ということで参加をして

おりまして各市のイベントをやる場合にですね、例えば名鉄のハイキングとタ

イアップしまして、集客に努めたり、それから碧南市さんのほうの広報誌ある

いは商工会のほうの会報で利用促進の呼びかけを行ってみえるということです。 

問（１３） 碧南から先が廃線になってしまいましたけども、これ以上廃線に

ならないようにしっかり活動をしてほしいということとそれから、イベントで
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やっているもの大事だと思うんですが、もっといろんな活動を考えていただき

たいというふうに思います。それから、リニア中央エクスプレス建設促進期成

同盟会負担金７，０００円と中部国際空港連絡鉄道建設促進協議会負担金とい

うのが４万５，０００円出てますが、これは大型公共事業の見直しがずっと言

われているわけですが、日本全体として考えてもかなりの赤字を抱えてますか

ら、こういう大型公共事業の見直しが大変重要になっていると思うんですが、

今度の民主党を中心にした政府も大型公共事業の見直しを言っています。こう

いう点でぜひ、こういうお金をいくら少なくても出すのを中止していただきた

いと思いますが、この点どうでしょうか。 

答（地域政策） 国のほうの大型公共事業ということで不透明な部分もありま

すが、実は９月８日の中日新聞の記事なんですけども、民主党の長野県連の北

沢代表のコメントとして迂回ルートに関するコメントが載っておりました。そ

の内容を見てみますと、長野県ルートですとか、あるいは迂回ルートという問

題が出ておりましてすんなりと開通とはいかないまでも、建設するしないとい

うよりはもう一歩進んで現実味を帯びてきたのかなという感じをしております

ので先ほども申し上げましたが、不透明な部分もあるということで情報収集を

しながら慎重に対応をしていきたいというふうに考えております。 

 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 ０時５９分 

 

問（１３） 先ほどのリニア中央エクスプレスと中部国際空港の連絡鉄道建設

促進協議会の関係ですが、伊勢湾口道路について２０年度から予算減ったわけ

ですが、この伊勢湾口道路も同じ大型公共事業ということで、これがなくなっ

てます。これと同じような大型公共事業ということで、この２つについても検

討しているのかどうか、この点をお願いします。 

答（地域政策） 中部国際空港連絡鉄道建設促進協議会につきましては、実は

５月に幹事会がございまして、その時にですね、高浜市のほうから中空への連

絡バスが乗客が大変少ないという状況もあるので、こういう協議会において、
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例えばですね、バスの利用促進、そんなことも検討できないだろうか、バスの

検討をすることが長い目で見たら、そういう鉄道の建設促進にもつながってい

くんではないかというような御意見は申し上げた経緯がありますが、まだ具体

的な活動にはつながっておりません。 

問（１３） 伊勢湾口がなくなって、あと２つの大型公共事業がまだ残ってる

わけですが、この２つの事業を今、中部国際空港については５月に幹事会があ

ってというお話が出ましたけれども、この検討しているかどうかを聞いている

わけですが。 

答（地域政策） 今、申し上げましたように、ここから脱退するかどうかとい

う検討ではなくて、せっかくあるこういう促進協議会ですので、今、申し上げ

たようなことも検討できないかということで、中身の変更ということで御提案

申し上げております。 

問（１３） 乗り入れ便も減ってますし、この負担金については中止するよう

に指摘しておきます。ページの６６ページ、１５目、（２）の負担金ですが、６

１２万５，６５８円ですが、昨年より若干ふえてますが、この理由については

どういうものがあるのかお示しください。ページ７０ページの１８目の（２）、

委託料の関係でポルトガル語通訳等業務委託、９６１万８，０００円あります

が、いきいきにも必要ではないかと思うんですが、以前生活保護の用紙をね、

ブラジル人の方が翻訳してつくっていただいたんだというのを見せてもらった、

言葉はわかりませんが、いきいきにも言葉がわからないために、利用しないで

いるんじゃないかという懸念があるんですが、そのあたりどうでしょうか。  

答（保健福祉） それでは、いきいき広場のほうへの通訳等をしていただける

方ということですが、こちらにつきましては、緊急雇用促進事業のほうでこの

１０月１日から通訳のできる方を１人、総合サービスにへ委託をして、１人こ

ちらのほうに出していただいております。月曜日から金曜日の朝９時から４時

までということで、勤務をしていただいております。 

答（行政管理部） ６６ページの負担金、６１２万５，６５８円ということで、

あいち電子自治体推進協議会負担金が対前年に比べて、５７万６５８円の増と

なっておるということで、その内容はということでございます。実は電子調達
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システムの物品ですけども、平成１９年度は機能の一部であります、入札参加

資格申請のみ平成２０年１月に稼動したということですが、２０年８月から入

札等全てのシステムが運用開始となって、その運用経費で増になっているとい

うことでございます。ちなみにその物品の比較でございますが、１９年度につ

きましては、９３万５，０００円、これが２０年度では１５８万８，０００円

というふうに増となっております。 

問（１３） 月曜日から金曜日まで９時から４時までみえるということになり

ましたので、これはわかりました。それで人権教育講演会委託というのがあり

ますが、これはどのような活動をしているのか、講演会だと思うので、どのよ

うな方の講演が企画されたのかお示しください。それからページ７２ページの

１９目、家具転倒防止器具の取付けの件ですが、対象世帯が３５件あったとい

うことなんですが、これまでどれくらいの世帯に取り付けたのかお示しくださ

い。 

答（市民生活主幹） 主要成果７０ページの人権教育講演会の件でございます

が、こちら２０年度の事業といたしまして、市内１２の幼稚園、保育園におき

まして、子どもの安心、自信、自由の人権に関する講話、こころの応急手当の

講話を園児、保護者、園職員に対しそれぞれ行いました。また一般市民を対象

とした人権講演会も開催しております。 

答（生活安全） ７２ページの家具転倒防止器具の取付けの関係でございます

けれども、平成１７年から平成２０年の間で８３件設置をさせていただいてお

ります。 

問（１３） この人権教育講演会の関係ですが、一般市民の講演会というのは

どういうのがあったのかということと、家具転倒防止器具の取付けの件では、

まだ取付けが十分されていないというような感じもしますが、実施率を向上さ

せるためには、金具を無料化ということを検討されているのかどうか。地震の

際にね、家具が転倒しないというのは大変心強いし、その間に逃げることもで

きますし、大変大事なことだと思いますので、実施率向上させるためにも、無

料化を検討されているのかどうかということをお示しください。それからペー

ジ７３ページ、木造住宅耐震改修費の補助、耐震診断をするのは市内の方でな
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くてもいいのかどうか、その点をお示しください。 

答（市民生活主幹） 一般の方を対象とした人権講演会でございますが、こち

らは講師に森田ゆり様をお招きいたしまして、題目としましてはすべての子ど

もに安心、自信、自由を、子どもの内なる力を信じて、という題目の中でして

いただいております。 

答（生活安全） 家具転倒防止器具の関係で実施率向上のために金具の無料化

をと検討されたことがあるかというお話でございますけれども、現在ですね、

この家具転倒防止工事につきましては、一人暮らしの高齢者世帯、それから高

齢者のみの世帯、それから障害者等のみえる世帯に対しましてですね、取付け

費用を全額市のほうで負担をするということで、やらさせていただいておりま

す。家具転倒の防止器具につきましては、金額的にですね、そんなに高額でも

ない、その必要性をですね、感じてやられるかどうかということ、それからも

ちろん高齢者等の世帯でですね、脚立等に乗っての作業が難しいというような

方は別だと思いますけれども、要は設置に関するその意識というのが非常に重

要ではないかということで考えております。現在のところ、金具の無料配布と

いうようなことについては、考えておりませんのでよろしくお願いいたします。 

それから耐震診断の関係でございますけれども、現在この耐震診断につきまし

ては、委託ということで社団法人の建築士事務所協会に対して委託をしている

わけです。県下でですね、この事務所協会のほうがそれぞれの市町村ごとにで

すね、診断員という方を決めて、診断をやっていただいているということで、

私どももこちらとの契約でやっておりますので、そちらから指定されたといい

ますか、斡旋をされた方によって診断をやっていただいているということで、

市外の方が、その高浜の診断員の中に入ってないわけではないんですが、ただ

いま申し上げたような形でですね、斡旋をされておりますのでよろしくお願い

いたします。 

問（１３） 低額だからというお話ですが、低額だからこそ無料にするべきで

はないかと思います。これは指摘しておきますが、木造住宅の場合は耐震診断

をお願いしたところ、刈谷の方に耐震診断をしてもらうように出てたそうなん

ですね。だから市内でなくてもいいのかというお話なんですが、できればやっ
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ぱり市内の方でお願いしたいとその方はそう思ってみえたわけですが、そうい

う点で、市内がいいのか、市内でも市外でもかまわないとか、そういうことを

聞いていただくとか、耐震診断をされる方の意向をやはり聞いて、どなたでも

いいと言われればもちろんいいわけでしょうが、そういう点で意向をやはり聞

いて、されるというのはどうなのか、そういうことを考えてみえないのかどう

かお示しください。 

答（生活安全） ただいまの件でございますが、つい最近ですね、私どものほ

うから耐震診断について、この方が診断をする予定ですよということで、御案

内を申し上げましたら、その方はどちらの方ですかということで、お問い合わ

せがございまして、市外の方であったわけでございます。そういうことで、私

どものほうにお話をいただきましたので、私どもも耐震診断をやっている市内

のですね、とりまとめをやっている人に対してですね、診断員の交代というん

ですかね、そういうことはできないでしょうかということで、現在相談中とい

う状態でございますので、御理解いただきたいと思います。  

問（１３） 相談中ということなんですが、ぜひせっかく耐震診断をしようと

いうことで、申し込まれるわけですから、その方のようにできれば市内がいい

というか市内でなければいけないというふうに思ってみえたふしもありますが、

市内がいいというふうに思ってみえたとしても、そういう点、一度聞いてあと

の手続きに回すというようなことは考えてはいないのかどうかお示しください。 

ページ７４ページの２０目、構造改革の中で地域内分権推進事業、この中で南

部ふれあいプラザの管理委託料とか翼ふれあいプラザ管理委託料とかあります。

それと地域内分権推進事業交付金というのが出されてますが、それぞれどのよ

うな取り組みをしているのか、どのように使われているのか、チェックはどこ

でするのか、そういう点をお示しください。 

答（生活安全） ただいまの件でございますけども、診断員の関係でございま

すが、念のために申し添えますと、今、話に出ております診断員の方は高浜市

在住でございます。勤務先が市外ということでございますので、私どもとしま

しては、市内、市外ということでは、事前にそのことについてですね、それで

考え方を変えるということはしてないわけですけれども、たまたま今回、診断
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を希望された方がこの診断員さんはどちらの方ですかということで、その辺で

私どもにお問い合わせがあったということでございますので、そういった話の

中で市内でやってみえる方のほうがいいというような御希望でございましたの

で、私どもとしてもぜひ診断はやっていただきたいという思いをこめて相談を

しておるわけでございますので、御理解をいただきたいと思います。  

答（地域政策） まず港小学校区におきましては、事業項目で申し上げますと、

チャレンジドの自立支援、介護予防事業、そして今、おっしゃられましたふれ

あいプラザを使って、子どもの健全育成事業ということで居場所づくりですと

か親子ふれあい教室、子ども教室などを開催しておみえになります。それから

地域の防犯、防災、それから公共施設の維持管理、これが今、申し上げたふれ

あいプラザの維持管理の部分でございます。吉浜小学校区につきましては、環

境保全の推進事業ということで、公園管理ですとか道路清掃、そして防犯対策

事業と防災対策事業、子どもの健全育成事業ということであいさつ、声かけで

すとか、夏休みのラジオ体操事業などをされております。それから、高齢者の

いきがい創出事業ということで、自然塾ですとか深め合い授業などをなさって

います。そして、特徴的なのが吉浜では伝統文化事業ということで、菊１本で

まちづくり、子ども菊人形などの事業をされております。そして翼小学校区で

は、防犯パトロール、防犯マップ、防犯力コミュニケーションの向上事業、防

災マップ作成事業、それから児童、園児地震体験事業ということで翼小学校区

では、防災、防犯を柱とした活動をなさっています。このプラザの管理の内容

につきましては、終わった時にですね、実績報告書等を出してそれで確認して

おりますが、指定管理の部分については、モニタリング制度を立ち上げました

し、指定管理については評価委員会ということで、指定管理になってからの内

容も評価していただくというようなシステムになっております。  

問（１３） それで、審査、評価委員というのはどういう方がやってみえるの

かということと、何人ぐらいみえるのかということ、お願いします。  

答（地域政策） 選定評価委員という名前で立ち上げておりますが、専門的知

識を有する方が３名で、市民ということでお１人、市の職員ということで２人

になっております。 
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問（１３） ページ７６ページ、２款１項２１目ですね、自衛官募集事業が３

万３，０００円、昨年が２万６，０００円、これふえてますが、どのような理

由でふえているのか、また地方自治の立場からいっても、このような費用は返

上すべきではないかと思いますが、その点どうかということと、７７ページに

定額給付金給付事業というのがありますが、地域経済への波及効果は、それと

どれぐらいの方が受け取りをしたのかということと、ＤＶの方とか受け取って

みえない方、どれくらいみえるのか、そのあたりもお示しください。  

答（文書管理） まずふえた理由でございますけれども、これは国からの委託

金に基づくものでございまして、委託金の増がふえた理由でございます。次に、

こういった費用については返上すべきではないかということでございますけれ

ども、自衛官の募集事務は法定受託事務に基づく市町村の事務として行ってお

りますので、必要な経費ということで返上するという考えはございません。  

答（定額給付金） 定額給付金についてのお尋ねでございます。まず、波及効

果ということでございますが、この定額給付金につきましては、全国一律的な

給付を目指す事業でございまして、政府の発表によりますと、実質民間消費支

出を０．２％程度押し上げるんではないかと、また国内総生産のＧＤＰ、実質

ＧＤＰも含めますが、０．１％の押し上げ効果を持っているのではないかとい

うふうに政府で試算しております。また民間事業者での調査結果におきまして

も、外食、旅行、食品の購入等に効果があったであろうというような推定結果

が出ております。それで受け取りでございますが、２０年度につきましては、

ここに掲載してあるとおりであるんですが、今、現在、９月２５日で締め切り

まして、今、支給事務をしている最中でございますので、決算時におきまして、

若干差異が出ることがございますが、今、現在、対象世帯１万７，６７０世帯

に対しまして、１万７，０２７世帯に給付予定でございます。給付率としては、

９６．４％となります。あと受け取ってない方ということでございますが、日

本人の場合、３５５人、外国人で３１７人の方が未受給、未申請という形にな

っております。あとはＤＶにつきましてですが、幸いなことに当市におきまし

ては、ＤＶ対象となる方はいらっしゃいませんので、それに伴う支給停止とい

うことはありません。 
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問（１３） ＤＶ対象の方が見えないと、今お聞きしましたが、ＤＶ対象の方

が見えないとは承知してないんですね。その後、籍をはずしてれば別ですが、

ドメスティックバイオレンスでほかの地域へ行ってみえる方がありますので、

そういう方がないというふうにはちょっと承知してないんですが、そういう方

には受け取られなかったというふうになると思うんですが、ちょっとそこをお

示しください。 

答（定額給付金） 今のＤＶの関係で受け取れなかった方がいるかどうかとい

うことで、おりませんということでお答えいたしましたが、対象の中に２世帯

ほど現実的にＤＶの御家庭がございました。ただし、１世帯におきましては、

世帯外のＤＶということで、世帯内支給には支障がなかったというものでござ

います。もう１件の例でございますが、世帯主の方が加害者という形になるん

ですが、この方につきましては行方不明ということで、住民票のほうが職権消

除されておりまして、そうなってくると、その家族の方には支給ができないと

いう状態になりますので、その妻、奥様ですが、その方を新たな世帯主という

ことで給付いたしました。その後、その世帯主の方から、大阪のほうから連絡

がございまして、確かに２月１日現在では、基準日では高浜市に住民票がござ

いましたので、その方につきましては単独でお支払いをしたということで、Ｄ

Ｖによる支給漏れということはないということで回答したわけでございます。 

問（１３） そうしましたら、ページ７９ページ、２款２項１目の市税等徴収

事業の中で委託料のところですが、窓口業務委託、これ高浜総合サービスに６

６３万７，８１８円出してますが、８１ページにも委託料で１，９１５万６，

１８８円というのが総合サービスありますが、業務の内容と職員に指導を仰ぐ

といいますか、そういう場面も見受けられるんですが、お金を扱う個人情報保

護の観点からいっても問題ではないかと思いますが、この点で対策を講じてい

るのかお示しください。 

答（収納） 主要成果７９ページの委託料でございます。これは、収納グルー

プ、税務関係の窓口になりますけども、そこの業務委託でございます。ですか

ら、今、御指摘の手数料等のお金の一時的なお預かりするようなこと、そうい

った業務も含めて行っております。守秘義務の関係、あるいは個人情報等あり
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ますが、そういったものにつきましては、契約書上、そういったところを明記

しまして、契約いたしておりますので、支障はないと考えております。  

問（１３） 高浜総合サービスに委託をしてるわけですが、豊田市が同じよう

な委託をしていて、この委託の状況に問題があるということで、内容を訂正し

たというふうに聞いてますが、そういう点で高浜もこれを変える考えがないの

かどうかお示しください。ページ８１ページですね、住民基本台帳、これ１９

６件、出ていますが、発行枚数の累計がどれくらいになるのかということと、

安城だったですかね、住基カードを高齢者が免許証を返上する際に、無償で交

付しているというような方策を取っているところがあるんですが、高浜市では

そのような検討をしているのかどうかお示しください。 

答（収納） 今、御質問の窓口の業務委託の変更の件でございますけども、１

８年度からずっと私どものほうの窓口業務を行っていただいておりますが、今

のところ支障は起きておりませんので、現時点で総合サービスの契約を中止す

るという考えは持っておりません。 

答（市民窓口） まず住基カードの発行枚数の累計ということでございますが、

平成２０年度末で６５７枚ということになっております。また住基カードので

すね、無料交付の件でございます、新聞報道等によりますと、刈谷市でも１０

月から開始するというようなことが出ておりましたですけども、こういった無

料交付につきましては、どちらかというと高齢者に対する交通安全の啓発の一

環というそういう趣旨でやられているということのようでございます。したが

いまして、私どもといたしましても、近隣市の状況等やその効果等、情報を収

集した上で、今後検討していきたいということでございます。  

問（１０） 防犯灯施設事業ですけどが、その防犯灯が１つが、費用がいくら

ぐらいですかね。６９ページです。 

答（生活安全） 防犯灯でございますけれども、ごく一般的なですね、例えば

中部電力の電力柱に、こういったものに共架するというんですかね、バンドを

使って固定をするもの、これが大体１機３万６，０００円でございます。  

問（１７） 主要成果の７２ページ、防災活動事業で今回、参加者がですね、

４４０名ばかり１９年から２０年にかけて減っております。この理由と、もし
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今年の参加者がわかれば教えてください。それから、こういった防災訓練にブ

ラジル人の方を初め、外国の方がもし参加されていれば、それも教えてくださ

い。 

答（生活安全） 成果説明書で７２ページ、平成２０年度の防災訓練、参加者

がですね、１９年度と比べて減になっているわけですけど、実は昨年度の場合、

訓練前日に非常に強い雨が降った状況がございました。それで、吉浜まちづく

り協議会さんのほうがですね、吉浜小学校のグラウンドの状態を心配されまし

て、訓練を中止されたということがございますので、参加者数が１９年度と比

べて、減っておると。平成２１年度、今年度につきましてはですね、今、正確

な資料を持っておりませんけれども、１，４００名強であったというふうに記

憶しております。外国人の参加についてでございますが、残念ながら私どもの

ほうで具体的に各会場で外国人の御参加が何人あったというような詳細はつか

んでおりませんので、申し訳ございません。 

問（１７） いざ災害になれば、日本人であろうと外国人の方であろうと一切

関係ないわけであります。そういった意味で、やはり日ごろからの顔つなぎと

いいますか、お互いを知り合うということが、災害の一つの大きな要因である

と思います。そういった意味でも、今後ですね、できる限りいろんな方法を取

ってもらって、外国人の方も参加できるような、ひとつ防災訓練にしていただ

きたいと、これ要望お願いしておきます。 

問（１） ちょっと前に戻るんですけど、４１ページ、ＣＡＬＳの話が出てま

すけども、ＣＡＬＳってこれもともと概念がですね、生産する時に補給部品を

必要な時に必要なだけ供給するっていう形でできあがった概念だと思うんです

けども、ここでやられてるのは何を目的にこういうことを検討されて導入され

ているのか、ちょっと教えていただけますか。 

答（契約検査） あいち電子調達共同システムのほうには、愛知県を初めとい

たしまして、３３市２６町村８団体、６８が加入しておりまして、この目的と

いたしましては、入札参加申請システムでは、各自治体ごとに重複申請をする

必要がなくなり、コスト削減、利便性の向上が図られること、それから電子入

札システム及び入札情報サービスシステムで透明性、公正な競争の実現、入札
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業務の効率化、迅速化が図られることを目的としております。 

問（１） 民間ではですね、よく大量にまとめ買いすると値段が下がるからと

いうことで、小さい自治体なんかは特にそう思うんですけども、少量で買って

ると少量での契約になるもんですから、金額がなかなか交渉しづらいという断

面があると思うんですけども、共同購入みたいなそういう発想はこの中にはな

いんですか。 

答（契約検査） 現在のところでは、共同購入についてのところまで検討に至

っておりません。 

問（１） 先ほど、サーバーの話がたくさん出てましたけども、ちょっとこれ

私見てて思うんですけども、あるアプリケーション１個入れるたびにサーバー

１機ずつ入っているように見えるんですけど、今、オープン系の仕組みで昔か

らそうですけども、基本的にそのハードは１つで、複数のソフトを混在して動

かすほうが効率的というか運用のほうもやりやすいのかなというふうに考える

んですけど、そのへんのお考えはないんでしょうか。 

答（行政管理部） 今、例えばハード１つでいろんなアプリケーションを動か

したほうが、より効率的ではないのかという御質問であろうというふうに思っ

てますけれども、高浜の場合につきましてはコーカスＮという総合住民情報シ

ステム、パッケージを導入いたしまして、そこで市民税、固定資産税等サービ

スシステムを動かしておるわけですけども、これが基本ということで、あと個

別にいろいろシステム等がですね、発生した場合にはそのパッケージに乗らな

ければ、今の状況でいきますと、個別に対応していくと、こういうようなこと

で、ですから、そのシステムそのものが、パッケージですぐに対応できればい

いですけれども、できないものについては、個別にサーバー等を用意して対応

しておるというのが、今の現状でございます。 

問（１） 私たち企業の中でも、専用機を買ってきて、汎用的に使うというこ

とを、社内の技術の中で養えということを言われてるんですよ。要は多能工化

を図るのと一緒の概念だと思うんですけど、先ほどの話で人数も少ないですし、

非常に難しいとは思うんですけども、そういう形で工夫すると、外に出て行く

費用が抑えられるじゃないかなというふうに、そういう仕事をずっとやってた
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もんですから、そういう感覚で見てるんですけども、そのへんの考えというか、

これからやっていくにあたって、そういうことは考えてみえないのかどうか、

例えば、先ほどの新公会計システムのところなんかでも思うんですけども、ち

ょっと内容うかがうとね、アウトプットそのまま出してくるように、もうガチ

ガチにつくってしまうと汎用性がないもんですから、制度が変わると仕組み自

体を触っていく必要があると思うんですけども、今、流行の統計資料をつくる

ような時に、どういう断面で切り口を揃えると、数字がまとまって出てくるよ

うな、そういう汎用的なものも検討される必要があるんじゃないかなと感じる

んですけども。そのへんはどうですか。 

答（行政管理部） 私どもは、汎用的といいますか、今、最後のほうでおっし

ゃられましたが、いろいろ統計資料等作成をするというようなこと等を踏まえ

た時にですね、情報管理の職員が全てタッチをするというようなことではなく

て、それぞれ職員の要は資質を高めていく、そういう意味からもある意味汎用

的に使っていただけるように、システム全部をどんどん情報管理のほうで集約

するということではなしに、システム的にはそれぞれの部署のほうで対応をし

ていただく、またそのことが基幹的業務以外であれば、職員の資質をむしろ上

げていき、多能工化につながるんではないのかなという考え方を今は持ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

問（１） ４６ページの情報公開のところで、任意公開というのが今回出てき

てるんですけども、昨年までは確か出てなかったというふうに思うんですけど

も、今回どういうことが任意公開で要求されたのか、ちょっと教えていただけ

ますか。 

答（文書管理） 御質問の任意公開につきましては、条例の施行日であります、

平成４年４月１日前の文書が対象になります。今回、御請求いただきましたの

は、３件とも全て平成４年４月１日前の文書でございましたので、任意公開と

しての取り扱いをさせていただきました。 

問（１） ７６ページの社会福祉費支給の件で、児童手当国庫負担金返還金が

昨年に比べて、増加してると思うんですけども、増加した理由を教えていただ

きたいですけども。 
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答（こども） 前年度に比べまして、児童手当国庫負担金返還金が８８万２，

０００円ほど増加しておるという理由だと思いますけども、これは平成１９年

度の児童手当に対して、２０年度に返還したものです。これは毎年、１０月に

概算で出しますので、それに対しての実績に対しての返還額、それが１８年度

分よりもふえておる理由ですけども、主な理由といたしましては、１８年度に

つきましては、３歳児未満児の児童手当が第３子以外は全て５，０００円だっ

たものが、１９年度１万円になったということで、倍増しましたので、その分

返還額もふえてきたというような理由が主な理由でございます。  

問（８） ４１ページ、入札参加者等審査委員会運営事業の中の（４）の委託

料の総合評価審査業務委託料、８万４，０００円、これをちょっと簡潔にどん

なものか御説明いただいて、お願いします。 

答（契約検査） 総合評価審査業務委託料につきましては、総合評価方式によ

る一般競争入札に関して、総合評価方式の適用、価格以外の評価項目や評価基

準の設定、落札者を決定する場合には、学識経験者の意見の聴取を受けなけれ

ばならないという地方自治法施行令第１６７条の１０の２に基づきまして、各

自治体で学識経験者による組織された委員会等を設置する必要性があるわけで

ありますけれども、国土交通省の総合評価実施マニュアルにおいて、県が組織

する評価委員会部会を活用することも可能であるとされております。本市とい

たしましては、高浜市建設工事総合評価競争入札試行要領を施行しており、平

成２０年度においては道路改良工事１件を試行実施して、その委員会利用業務

の委託料でございます。 

問（８） この評価には標準型と簡易型とがあると聞いたことがあるんですけ

ども、高浜の場合、どちらの形式でやっておられるのかということと、それか

ら、８万４，０００円、１件分ですね、今後総合評価様式を取り入れていくと

いうか、取り組まれていうのか、そのへんについてお聞きしたいと思いますが。  

答（契約検査） 先に御質問のありました、形式につきましては、特別簡易型

という、いわゆる評価項目のマニュアルに沿いましたものを使用しております。

それと今後の方針につきましては、まだ２０年度に１件試行しただけでござい

まして、ある程度の件数を試行いたし、入札に関しまして公平性、透明性が図
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られることを確認してまいりたいと考えております。 

問（８） ２款１項３目、協働事業ハード整備費交付金、先ほども質問があり

ましたけども、この申請された場合の審査基準、そのへんはどうなっているの

かということと、すでに去年からあると思うんですけども、施設が建設される

と当然それに対する維持管理費というか運営費が要るようになってくると思い

ますけど、そういったものに対する、交付をした先の団体の扱い方というんで

すかね、いわゆる維持費も次年度からというか、ある程度交付していくのか、

それはあくまでも団体のほうにお願いするのかということ、それからもうひと

つ、この事業というのは今後もありうるのかどうか、お聞きしたいと思います。  

答（地域政策） ハード整備の採択基準という中にはですね、必要性ですとか、

独創性、実現性、発展性などで特に発展性の中では、施設の整備をきっかけに、

それをつくることによって地域が活性化したり、さまざまな波及効果、具体的

にいえば他のモデルとなるような、そういう点がポイントとなっております。

ハード整備の交付金につきましては、土地の購入費ですとか、借地料、維持管

理費はこのハード整備の交付金の中では対象にならないよということになって

おりますので、そうはいいますものの、本来市がやるところを民間の力をお借

りして、知恵をお借りしてやるというところもありますので、実際は管理費に

ついては市で出している事業もあります。例えば、南部まちづくり協議会のよ

うに、青色防犯灯なんですけども、もともと市が出していた電気代について、

よく調査、研究をされまして、従来の市がやっているよりもさらに効率的にで

きるよという御提案でもありましたので、電気代については市で出していると

いうような状況でございます。今後につきましては、実はこの交付金制度とい

うのは、財団法人の民間都市開発推進機構の資金拠出を活用してやっているも

のですので、総額いただいた５，０００万円の範囲内ということでございます

ので、予定としては２０年度から２２年度までの３年間ということで予定をし

ております。 

問（５） ７１ページのですね、備蓄品の購入ということでですね、アルファ

ー米だとか飲料水が毎年買われているような気がするんですが、これはですね、

法定で決まっているのか、数量的に、上限が。その中で随時、購入しているの
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か、そこらへんの御回答をお願いしたいと思います。 

答（生活安全） 主要成果７１ページの備蓄品の関係でございます。将来です

ね、発生が予想される地震のうちで、被害が最大になるだろうというふうに予

想されておりますのが、東海、東南海地震の連動でございます。この地震が発

生しますと、高浜市内において８，９００人の避難生活者が想定をされており

ます。そこで、この避難者に対してまして、１人あたり２食の食事とそれから

２リットルの飲料水を確保したいということを目標といたしまして、実は平成

１８年度から２２年度までの５年間で、今申し上げました１人あたり２食、２

リットルといいますと、大体主食のほうが１万８，０００食、それから飲料水

が１万８，０００リットルということになるわけでございますけれども、これ

を５ヵ年で備蓄をしていきたいということで、１年間にですね、３，６００食、

それから飲料水については３，６００リットルを平成１８年度から継続的に購

入をさせていただいておるものでございます。 

問（５） すみません、もう一つ。同じく７２ページにですね、高浜市総合防

災訓練実施ということで、支出金が１５万円とありますが、この内訳をお願い

したいと思います。 

答（生活安全） 総合防災訓練につきましてはですね、まちづくり協議会とし

て行っている部分とそれから町内会さんがですね、共同してやっておられる部

分がございました。昨年度までですね。それで、南部まちづくり協議会、それ

から吉浜まちづくり協議会以外のですね、１０町内会に対しまして、１町内会

あたり１万５，０００円でですね、委託契約を結ばせていただきまして、１万

５，０００円×１０町内会ということで１５万円ということで支出をさせてい

ただいております。 

問（５） 私は吉浜地区ですので、吉浜の防災訓練を見ました。それから今、

聞きますと南部もですね、まちづくり協議会が主体となって実施されたという

ことです。何か特徴的なことがあるのか、少しお聞きしたいと思います。 

答（生活安全） 昨年度につきましては、先ほどもちょっと申し上げたんです

が、天候の関係、会場の関係等もございまして、残念ながら吉浜地区は中止に

なったわけでございますが、今年度のまちづくり協議会主催の総合防災訓練等



42 

を見ますとですね、ちょっとした建物をつくりましてですね、その建物からの

救出訓練というような、今までなかなかそこまでの訓練というのは難しかった

んだろうというふうに思っておるんですけども、だんだんまちづくり協議会と

しての訓練も年数を重ねてまいりまして、それぞれいろいろなお考えの中でで

すね、そういった訓練も行うことができるようになってまいりました。こうい

った形でですね、今後、各まちづくり協議会ともどもそれぞれのお考えでやっ

ていただければと思っております。 

問（５） 今言われたように最終的には各町内会ではなくて、まちづくり協議

会が主導権を握られて指導的な立場で防災訓練を行っていくというふうな方向

性になるのかなということでよろしいですかね。 

答（生活安全） まだですね、すべてのまち協においてそのような形にはなっ

ておりませんが、私どもとしてはそういう方向でやっていただけたらというこ

とで希望しております。 

問（１３） ページ９２ページ。２款８項１目。基金運用事業の中でまちづく

りパートナーズ基金、これ２千６３０万ですが、もう一つ地域福祉基金、これ

は７万４，０００円と金額は少ないんですが、これについて利子積立金が載っ

ていないんですが、これはどのような理由によるものかお示しください。 

答（行政管理部） すみません。確認をして後ほどお答えをさせていただきま

す。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 再開 午後 ２時０６分 

 

答（行政管理部） ９２ページの基金運用事業でまちづくりパートナーズ基金

及び地域福祉基金の利子がどうなっておるかという御質問でございました。ま

ちづくりパートナーズ基金、地域福祉基金につきましては、果実運用型基金と

いうことでございまして、事業費に充当をしておるというこということでござ

います。ちなみにまちづくりパートナーズ基金の利子が１２０万６，９４２円、

それから地域福祉基金のほうが、６万２，７２７円でございます。 
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３款 民生費 

問（９） 成果説明書１０３ページと１０５ページの関連しまして、チャレン

ジサポートたかはまに関する質問で障害者自立支援サービス円滑化事業費補助

金というところで、補助金は成果をとってはいけないんですけども、この就労

移行に関しまして、支援に関しまして平成２０年度の実績とかそういったお金、

補助金のお金が役に立っているのかどうかお聞きしたいと思います。 

答（地域福祉） この補助金につきましては、通所率の低迷による、事業所の

経営基盤の安定化を図るという意味のものも含めまして、また、１８年の４月

から始まりました自立支援法の不具合等もございましてですね、その辺の事業

所による経営基盤の安定を図るためのものとして出したものでございますが、

この補助金によりまして、経営のほうも安定を図ってやっておられるというこ

とでございます。ちなみに通所率の関係でございますが、通所率につきまして

は、チャレンジサポート、２事業、生活介護事業と、就労移行支援事業と２つ

の事業でございますが、就労移行支援事業につきましては、２１年の４月で７

７．７パーセントの通所率、対前年に比べまして２６．８ポイントの増という

ことになっております。また、生活介護におきましては、８７．２パーセント

の通所率ということで、前年度対比でおきましては、１９．２パーセントの増

ということで大幅に通所率が上がっておるものでございます。 

問（９） 通所率のほうはわかりましたけども就労移行支援と一応銘打って補

助金も支援費も出しているわけですけども、就労移行のほうに関してはどうで

しょうか。 

答（地域福祉） 就労移行のほうにつきましてもですね、実は２０年度就労に

結びついた方が６名おられるという中で、そういった方たちが就労に結びつく

というと、当然のことながら、チャレンジサポート通所される方がそれだけ減

るということでですね、その辺の成功報酬というですかね、就労に向けての減

った分の補助をしようということで、今回２０年度に補助金を出させていただ

いたおかげでですね、この事業につきましても黒字経営となったということで

ございます。 
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問（９） 安定化しているということなんですけども、就労移行というのは２

０年度の実績というのはでているんでしょうか。 

答（地域福祉） ２０年度の実績によりますとですね、主要成果のですね、１

０５ページになりますが、下の就労移行支援事業ということで２０年度の実績

で支給金額１，５７２万８，７６５円という実績になっております。 

問（１３） ９４ページ３款１項２目、社会福祉推進事業の中で民生委員の活

動状況が出ているわけですが、この中で相談件数が１，４２２件となっていま

す。これどのような相談が多いのか。民生委員の中で扱い件数の多い人とか少

ない方とかあると思うんですが、件数の多い方何件くらい、ない方はどれくら

い。他にまた民生委員さんといってもいろいろな研修事業といいますか、やっ

てみえるかと思うんですが、そういう内容がありましたら教えてください。 

答（地域福祉） 民生委員さんの活動の状況ということで、全体で１，４００

件出ておりますが、個々の民生委員さん別ということは今ここには持ち合わせ

ておりませんが、当然のことながらですね、民生委員さんによりまして件数も

当然まちまちでございます。あと研修の関係でございますが、民生委員さん、

平成１８年の１２月に改選されたわけでございますが、新人の民生委員さんに

つきましては、県のほうで新人研修、また、中堅的な民生委員さんの研修だと

かということで参加はさせていただいております。 

問（１３） 扱い件数についてはわからないということですが、その中でもど

ういう相談が多いのか、耳にしておれば教えてほしいということと、新人研修

や中堅の研修ということですが、やはり民生委員さんも地域の中では大事な役

割を果たしてみえますので、新人研修や中堅の研修だけではなしに、１回研修

に行ったからいいとか、若い頃行ったからいいとかそういう問題でもないと思

いますんで、きちんと研修を全員が受けられるようにしていただきたいと思う

んですが、そういう点ではどれくらいの皆さんが研修を受けてみえるのかお示

しください。それからページ９５ページに地域福祉システムで、ここにも社会

福祉情報管理業務委託というのが総合サービスで３３９万５，７００円載って

いますが、これも守秘義務や個人情報の保護の問題、労働者派遣法との関連で

問題があるのではないかと思われますが、これの点でお示しをいただきたいの
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と、それからページ１０１ページ３款１項３目ですね、地域福祉活動支援事業

の中で高浜市社会福祉協議会補助金、３００万ほどですか、増額していますが

これの内容について教えてください。 

答（地域福祉） まず、最近のですね、民生委員さんの相談の内容でございま

すが、当然のことながらこういった雇用情勢、社会情勢の中で生活相談という

んですかね、保護の受給だとかですね、そういった感じのものがふえておると

いうことは民生委員さんのほうからも聞いております。また、研修の関係でご

ざいますが、どれくらいの人数ということでございますが、当然のことながら

皆さん全員が参加されてですね、中には皆さん児童委員も兼ねておりますので

児童の関係の研修だとか当然、虐待等も含めましてですね、いろいろなことも

ありますし、行政の方でですね、変わったものが出てきましたらそれなりのこ

とは、皆さんには勉強会ということで一緒になってですね、報告したり勉強し

たりするということでございますので、御理解賜りたいと思います。９５ペー

ジのシステムの業務委託でございますが、ちゃんと契約の中に個人情報等遵守

の明記をさせていただいた契約となっておりますので、その辺はないと思って

おります。それから１０１ページの社会福祉協議会への補助金の額の増でござ

います。これはですね、ここ数年、高浜市社会福祉協議会というのは、行政の

方からの事業委託、並びに指定管理等でですね、大変事業数もふえております。

その中で、事務局職員というのが５名でやっておりましたが、昨今のですね、

まちづくり協議会の立ち上げと同時にですね、当然のことながら地域福祉を推

進する社会福祉協議会といたしましても、そのまちづくり協議会と一緒になっ

てですね、福祉を進めていくという中で、社協の事務局職員がそちらの方に回

っていく中で、先ほど言いました事業数がふえていくと、それなりの事務等が

またふえてまいります。そういった社協の事業の安定も図らなければならない

中で、１名臨時職員を増ということで、３００万円ほどですが、ふえたという

ことでございますのでよろしくお願いいたします。 

問（１３） ページ１１６ページに移ります。６目の７番目です。就労移行支

援の関係、先ほども出ましたが、就労移行支援について職場が決まった方の中

で、決まってもやめてしまうという場合もあるかと思うんですが、その場合に
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どのような対策をとっているのか、そういう場合がありましたらぜひ教えてく

ださい。 

答（地域福祉） 先ほど委員さん言ってみえる１１６ページの中身とは若干違

うかもしれませんが、就労移行のほうでですね、昨年度６名の方が就労移行し

たわけですが、続けられておるということで、やめたということは聞いており

ません。その中で一番大事なのは、そこと企業と本人をつなぐ間に立つ人、ジ

ョブコーチというんですかね、そういった方の仲立ちが、続く、続かないとい

うのはですね、非常に大事なことでございまして、その辺はきっちり事業者の

方もですね、出した以上はその間に立っていろんな調整をしていくということ

で、幸いなことにですね、やめられた方というのは聞いておりません。 

問（１３） 昨年ではないかもしれませんが、ジョブコーチがいたのかいなか

ったのかそこまでは確かめてありませんが、職場を変わってしまったというこ

とを聞いた方がみえるんですね。そういう場合に、違うとところに勤めてみえ

るわけですが、そういうことを御存知なのかというか、そういう場合にかなり

何年か行っていたと思いますので、せっかく慣れた職場でいいと思っていたん

ですが、どういう対応をしてみえるのかというのを聞きたいと思います。それ

から１１７ページに３款１項７目で高齢者等生活支援事業の配食サービスです

が、利用者も配食数もふえてまして、お店が１軒ふえてるんですが、どこのお

店かちょっと知りたいというのと、４番の方で民間賃貸住宅家賃助成が載って

いますが、今４万円が限度額だと思いますが、どれくらい助成しているのか、

今この４万円ではあまりないんじゃないかという気がいたしますが、その点で

どのように考えてみえるのかお示しください。 

答（地域福祉） まず、障害者の方が職場変えということでその対応というこ

とでございますが、私の知る限りでは１名おられるということで、職場が変わ

ったということで就労がなくなったわけではないというのが１つと、うちの方

のいきいき広場に障害の相談員の方がおりまして、相談員の方が関わりあって

ですね、いろいろな相談だとか助言等をさせていただいておるという対応をさ

せていただいております。 

答（保健福祉） 配食サービス事業のほうの新しいお店の方ですが、青木町に



47 

あります、三河屋さんというお弁当屋さんが新しくやっていただいております。

それから民間賃貸住宅家賃助成の関係ですが、こちらのほうは、一人暮らしの

高齢者の方が現在お住まいの住宅というのは大変古くて家賃の方も低額な場合

が多いわけなんですが、そうした方が大家さんの建て替えを理由に住み替えを

しなければいけない、こういったときにこの制度を使っていただいて新しい住

居探していただくという形になるわけですが、従来住んでみえた住宅の家賃と

新しい家賃の差額分、上限が４万円ということになっておりますけども、そう

いう制度がなかった場合というのは、なかなかそういった家賃、新しい住宅の

家賃がネックになって選択肢が減ってしまうわけですが、この制度を利用して

いただくことで少し選択肢がふえてくるわけですので、非常に有効な制度とい

うふうに私どもは考えております。この制度というのは愛知県下で私どもの高

浜市だけがもっておる制度であります。で、平成１５年度に策定をしておりま

す居住福祉のまちづくり条例のほうの安心して快適に住み続けらることを進め

ていく上でも非常に有効な制度と考えておりますので、今のところ限度額の引

き上げというのは考えてはおりません。 

問（１３） 引き上げの考えはないということですが、もともと高額な家賃を

払うことができないために安いところに入っているわけですから、この４万円

で入れるアパートを探してこういう制度を利用するということなんですが、そ

れ制度としては有効かもしれませんが、今４万円で入れるアパートっていうの

も、４万円では入れるっていうんじゃないね、４万円までの、４万円助成して

いただくっていうんじゃなくて、４万円の不足分を入れていただくっていうこ

となんですが、ちょっと厳しいのではないかと思われますが、その点指摘して

おきます。それから、ページ１２１ページの９目いきいき銭湯開放事業２５３

万４，４００円、松の湯とケアハウスがありますが、松の湯とケアハウスの補

助額がどれくらい出しているのかということと、松の湯の老朽化が大変進んで

いて先々、どうしようと考えているのか。外観の改修も含めて対策が必要では

ないかと思いますが、この点、どのように考えてみえるのかお示しください。 

答（保健福祉） まず、いきいき銭湯のほうの委託料の関係ですが、まず松の

湯のほうですが、２０１万６，０００円、それからケアハウス高浜安立が４２
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万８，４００円ということです。あと、松の湯さんが大変古くなっておるとい

うことで今後どういうふうに考えておるのかということでありますが、確かに

今のままいきいき銭湯の事業を続けていく上には、大きな改修費っていうのが

必要になってくると思います。で、もう一つ、そこの利用というのも、一部の

特定の方が利用しているという実態もあります。もう一方で高齢者の方の、今

の高齢者の方の年齢層ですとか、元気度というのも大きく今変わってきている

ものですから、いきいき銭湯だけでなく、いろんな今後、高齢者の方の健康づ

くりのあり方というのをトータル的に考えていかなけなければいけないのかな

というふうに考えておりますので、いきいき銭湯単体で捉えるのではなくてト

ータル的に高齢者の方の健康づくりを応援していく新たな仕組みというのを検

討する中で考えていきたいと思いますので御理解をお願いしたいと思います。 

問（１３） はっきりした回答がないわけですが、やはり外観もね、今のよう

にひどくなってくると利用者も減ってきてしまうということもあるんじゃない

かと思うんですが、ぜひ、改修を含めて対策が必要ではないかと思います。で、

その対策についても考えていただきたいと思いますが、サンビレッジも碧南の

ように開放といいますか、無料券を配って入ってもらうようにするのはどうか

と思いますが、どうでしょうか。それからページ１２２ページの１０目、地域

包括支援センター運営事業４８万８，１０４円となっていますがこれの評価分

析、どのように行っているか、市民にどのように知らせているのか、お示しく

ださい。 

答（介護保険） 順序逆になりますが、１２２ページの地域包括支援センター

運営事業の内容でございます。継続的評価分析支援事業といたしましてこれに

おきましては、平成１８年介護保険法の改正によりまして新たに介護予防事業

ができたということで、それを国レベルでですね、各全国の保険者のうち約５

パーセントくらいの保険者が協力して介護予防事業の検証のデータを国で集積

するものでございます。ですので、まだ結果としては平成１９、２０とやって

おりますので、まだ結果としては出てきておらないかと思っております。 

答（保健福祉） 先ほどサンビレッジのほうの無料券というようなお話でござ

いますが、確かに無料がいいことは皆さん分かってはおみえになると思います
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けども、それに対してはすべて税金というのも必要になってきます。で、今の

高齢者の方の健康づくりのあり方というのも、ご自身が健康になられるために

投資をしておみえになるわけですので、そうした方からみるとこうしたすべて

無料でやるというのがいいのかどうかという疑問の声も聞かれておりますので、

そういった部分も考えながら、今後、高齢者の方の健康づくりを応援していく

仕組みというのを考えまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

問（１３） 健康づくりのあり方について考えていくというお話ですが、サン

ビレッジの無料券にしても、１ヶ月に１枚、１人１２枚ですか、全部毎日入る

というわけではありませんし、碧南では、無料券でプールに行ったり、お風呂

に行ったりと、サンビレッジに行く人ばっかりではありませんよね、碧南だっ

たら。東部のところにあるところに入る方もみえるようですし、そうやって出

て行くことがまた健康づくりにつながるわけですから、ぜひ松の湯の外観改修、

まず、きれいになればいいわけですが、それをやりながら、ぜひサンビレッジ

の開放事業もやっていただきたいと思いますが、この点でどうかということと、

ページ１２８ページの１４目子ども医療事業の中で、子育て支援の医療事業、

４，１１０万８，８２４円、これ子育て支援の医療費無料化の関係だと思うん

ですが、償還手続きの実施状況がどのようになっているかお示しください。 

答（保健福祉） 松の湯さんの改修の件ですが、改修以前に松の湯さんも今の

施設を直してやられるというというようなお気持ちもないもんですから、その

辺のところは御理解いただきたいと思います。サンビレッジのほうの無料とい

うことに関しても、先ほどから申し上げておりますように、サンビレッジだけ

ではなくて、高齢者の方が使われるスポーツ施設であるとかそういったいろん

なものも含めてトータルで考えていきたいということですので御理解をお願い

したいと思います。 

答（市民窓口） 子育て支援の医療の償還払いの手続き、実施状況というお話

でございます。これにつきましては、受診をされてお医者さんで領収書をいた

だいていただきます。それをですね、大方の方は毎月ということではなく、２、

３ヶ月分をまとめて申請におみえになるケースが多いというふうに思っており
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ます。申請をいただきますと、その月に出てきた分を集計いたしまして、翌月

の月末に銀行振り込みでお支払いをさせていただくという手続きの流れになっ

ております。 

問（１３） どのようになっているかと聞きましたので、どれくらいの割合で

償還手続きをやってみえるのかということがわかればそれも教えてください。

それから、松の湯さんについては続けていく考えがないというお話のようです

が、これはそういうことであれば余計にサンビレッジの開放なんかは必要にな

ってくるのではないかという気がいたします。ケアハウスのところでは、やは

り関所があるといってはおかしいんですが、ケアハウス行かなくてはいけませ

んし、ケアハウスの一番上まで上がっていかなきゃいけませんし、ぜひ、この

点でサンビレッジのほう考えていただきたいと思います。それから子ども医療

費はぜひお願いします。 

答（市民窓口） 支給実績の割合ということでございます。平成２０年度の国

保の一人当たり平均医療費年齢階層別の一人当たりの医療費に基づきまして試

算いたしましたところ、３分の２に相当する医療費というのが、おそらく４，

８００万円程度であろうと。それに対しまして３，８００万円の申請があった

ということでございますので、約８割の方が申請をされたというふうに私ども

は把握をいたしております。 

問（１３） ページ１３０ページ、１６目の後期高齢者医療事業の関係ですが、

健診事業で１，７６４万３，１３５円となって、受診者が１，８３６人となっ

ていますが、全部で後期高齢者は何人みえるのかということを教えてください。 

答（市民窓口） 受診者数が１，８３６人ということで、対象者が３，５４６

人ということでございますので受診率といたしましては５１．８パーセントい

う結果でございました。 

問（１３） この受診率といいますか、後期高齢者医療は全員受診できるんだ

ったんでしょうか。そこの点をお示しいただきたいのと、もしそうでなければ、

最初から受診できない方がいるというのは、医療の現場でそういうことがある

というのは大変問題だと思いますが、その点での見解をお示しください。 

答（市民窓口） 基本的には全員の方に受診をいただけるということでござい
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ますけども、その中でも生活習慣病ですでに治療中の方だとかですね、そうい

った方についてはすでに治療をされておるということもございまして、受診の

対象者から除外するというようなこともございましたが、広域連合のほうがそ

の辺は柔軟な対応をしていただけるということで、治療中であっても窓口で希

望されれば、その方は受診ができるというような対応もされているところでご

ざいます。 

問（１３） この生活習慣病の関係ですが、生活習慣病にかかっている方につ

いても、受診するときの受診票というんですか、後期高齢者のところにみんな

行っているのかどうかという点と、それでも５１．８パーセントということで、

受診率が低いわけですが、これはどのように分析してみえるのかお示しくださ

い。 

答（保健福祉） 後期高齢者の健康診査の関係というのは、保健福祉グループ

のほうで直接事務のほうさせていただいておりますのでお答えをさせていただ

きます。生活習慣病にかかってみえるという方も、私どもの方で受診券を発送

する際にはそこまで確認ができておりませんので、その辺のところはすべての

方に発送をさせていただいております。あと、医療機関の窓口において、先生

がその辺を判断をされてですね、検査の方をやっていただけるという形になっ

ております。受診率が低いというふうに言われるわけですが、５１．８パーセ

ントというのは決して低い数値ではないわけです。ですけども、１００パーセ

ントになるのがいいわけですが、いろんな施設に入ってみえて健診を受ける必

要が今ないですとか、そういった方も未受診の中に入っておりますので、その

辺のところはお含みいただきたいと思います。 

問（８） ページ１５２の３款２項３目の（７）のところの子育て・家族支援

者養成講座開催事業、６１１万８８０円、このことについてお聞きしたいと思

います。これは家庭的保育事業の担い手となる人を養成するということで予算

がたてられたと思いますけども、２９名の受講者の内訳といいますか、どんな

ジャンルの方が受けられているのかということと、それから現在３施設あると

思いますけども、その方々は何名で、全員の方が受けられたのかということと、

それからこれから担う人のための養成ということですので、今後その受けられ
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た方がどのようなところで活躍するというか活用するといいますか、予定をさ

れているのかということと、それから、当初６００万の予算だったのが、１１

万８８０円ですか、ふえていますけど、この要因はなんでしょうか。以上お聞

きいたします。 

答（こども） 今年度受けられた子育て・家族支援者養成講座の受講者の２９

名の方の内訳ということでございますけども、現在家庭的保育で従事してみえ

る方が６名受けられました。また、一般公募で受けられた方が１１名受けられ

ております。その他１２名の方は市内の保育園、幼稚園で働いてみえる正規職

員の保育士の他に補助者として働いてみえる方、その方が受けられました。今

回の講習でございますけども、講座を受けられてから、委託先のあい・ぽーと

のほうから試験をします。試験に合格されると高浜市の家庭的保育者というこ

とで認定される形になりますので、認定された方が２９名中２５名が２０年度

で認定を取得されております。先ほどお答えしたように家庭的保育については、

２９名の方が保育者としておるわけですけども、今年度、２０年度、６名の方

が受けられまして、３年以上継続していきますので、これからの養成講座の中

で現職の家庭的保育の保育者についてはすべてこの講座を受講されて認定者と

して家庭的保育を担っていただくということを考えております。今後の活躍の

場ということでございますけども、私ども今回の講座保育者の質をあげるとい

うことと、それから将来的には、３地区で３箇所でやっているものを各小学校

地区一箇所ずつ５地区で、あと２箇所家庭的保育を増やしたいという将来構想

持っておりますので、今回認定された方がこのようなところで家庭的保育担っ

ていただく、まずもって、その場を考えております。１１万１，０００円でご

ざいますけども、これはですね、打合せに東京のほうに出て行った旅費とそれ

から今回の講習の中で各先生方が書かれた本がございまして、それを私ども市

のほうで購入しまして、今後のこの講座のあり方云々含めてですね、参考にさ

せていただくといった形で使わせていただいたものでございます。 

問（１） 私のほうからは４、５件。１１１ページの障害者自立支援の関係で

障害者自立支援審査件数、平成１９年、１６件だったと思うんですけども、今

回６１件にふえているんですけども、これは制度かなんかが大きく変わった理
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由なのか、何なのか理由を教えていただきたいというのと、１４１ページ。市

の遺児手当支給の関係で市の遺児手当支給事業の延べ資格者と延べ遺児数が大

きく減っていると思うんですけども、これの理由を教えていただきたいのと、

１４５ページ、放課後児童の関係で放課後児童健全育成事業の児童の、申し込

み状況と今現在で抽選して落ちる方ですね、これ低学年の方だと思うんですけ

ども、外れるような方がみえるのかどうか教えていただきたいというのと、あ

とですね、１５５ページ、保育サービス評価のところで保育サービス評価事業

の成果という形で各保育園内容が変わったのか、その辺の評価していただいた

結果、どういった形で運営に反映されているのかというのを教えていただきた

いというのと、最後になりますけども、生活保護の関係で生活保護世帯から抜

け出せた世帯というか、生活保護というのは今、困られている方が受給すると

いうのはいいと思うんですけども、ずっとそのままという形じゃなくて、やっ

ぱり社会復帰していただくというのが基本だと思いますんで、その辺のところ

でうまくいったような事例があれば教えていただきたいなという、以上です。 

答（地域福祉） まず、私のほうから主要成果の１１１ページの自立支援の審

査件数の増加の理由ということでございます。これにつきましてはですね、２

０年度実績で昨年より４５件ほどふえておりますが、これは市内の授産施設、

授産所ですね、におきまして、新体系の移行に備えまして障害の認定区分の認

定を３０件ほどされたというのが増の理由でございます。それから主要成果の

１４１ページになりますが、遺児手当の資格者の減少、それから遺児数の減少

ということでございます。この遺児手当につきましては平成１８年の４月に制

度改正を行っております。受給をして５年間は支給をするというもので、６年

目には支給をやめるというものでございますが、２０年度におきましては、支

給をやめられる方の該当がですね、２０年度当初で２０５世帯、３２７人の遺

児数の資格がなくなったためのものでございます。それから主要成果の１５７

ページの生活保護の事業の関係で、廃止となった世帯数ということでございま

すが、２０年度の廃止になった世帯数は１３世帯の２１人ということになって

おります。廃止の理由でございますが、一番多いのは死亡ということで５件で、

あと親族の扶養にさせていただいたということでお二人２件があがっておると、
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もう一つは年金が受給できるようにですね、ケースワーカーがですね社会保険

事務所に一緒に行ってですね、受給資格があるぞということで調査をしまして

２件ほど自立をしておられるというのが主な理由となっております。 

答（子育て） 放課後児童健全育成事業の申込状況はということですが、平成

２０年度で申し上げさせていただきますと、平成２０年４月１日現在では１１

名が待機でありました。平成２０年度末にはこの待機児童が解消され、０人と

なっております。申込の流れとしましては、まず、申請者の受付時に定員を超

える場合には公平に審査をするために点数化し入会を決定しております。定員

を超える児童にはこの点数が待機の順位となり、待機があればその都度入会を

していただくということになっておりますのでよろしくお願いします。 

答（こども） 保育サービスの評価の成果はということの御質問だと思います。

保育サービスの第三者評価でございますけども、市内全部の保育園６園、それ

から幼稚園、認定こども園、１２園で５４の項目に対して評価をしておりまし

て、Ａが非常によい、Ｂがよい、Ｃが普通、Ｄはよくないという４段階評価で

行っております。２０年度と１９年度の比較で結果についてお話したほうがサ

ービスが向上しているかどうかわかると思いますので、そういった意味でいき

ますと、Ａと判定されたものが１９年度より１個ふえて１６、Ｂよいと判定さ

れたものが、３８個ふえて５７８という評価を受けておりまして、Ａ、Ｂ二つ

の評価が全体の９２パーセントふえておるということで、前年度に比べまして

も８６パーセントと６ポイントほど上昇しておるということで評価としては上

がっておると思います。で、このやり方ですけども、第三者評価を行なう前に

各園が自園評価を行ないます。自園評価を行なった結果と第三者評価を行なっ

た結果、各項目によって評価が出てきますのでその結果の中で自分の園よりも

第三者評価のほうが評価が悪ければそこでどういったサービスがよくなかった

のかということをいわゆるＰＤＣＡサイクルのような形で見直しをして保育サ

ービスの向上に各園が努めておりますのでそういった意味で２０年度につきま

しては、前年度の結果の中では自己評価も含めてよく取り組みがされて、全体

Ａ、Ｂよい、非常によい、よいという評価が上がったということで評価は上が

っているので、これも第三者評価の結果を踏まえたサービスの取り組みである
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というふうに考えております。 

問（１） 生活保護の関係でですね、今うかがっていると、自然というかこち

らが努力して社会復帰されたというような状況でないと思うんですけども、そ

れに対して今後どういうふうに進められていきますか。 

答（地域福祉） 先ほど廃止になった理由としてですね、いろいろと挙げさせ

ていただいんですが、中にはですね、このような雇用情勢の中でも２件の方が

就労に結びついたということで、実際、保護を廃止しておるという中で、雇用

に関してはですね大変今の状況で難しいかもしれませんが、今、何とかですね

身内の方等をですね、うちのほうから探させていただいてですね、何とかこう

いう状況だということを身内の方にですね、親、兄弟にですね、お話をさせて

いただいて何とか少しでも援助ができないかということで、うちのほうの担当

のほうからですね、そういったことで進めさせていただいておるという状況で

ございます。 

問（１） 最近、緊急雇用対策という形でいろいろ仕事をつくられたりとか就

労に結びつくような形で、本人が何かの資格取るときにそういう形の支援もさ

れているんですけど、それに当てはまるような方というのは、生活保護受給者

の中からそういった形で抜き出すということは難しいんですか。 

答（地域福祉） あの当然、生活保護の受給者の中にも母子家庭だとかという

ことで、本来生活保護は働けない状態にあるとかという人がほとんどなんです

けど、中には母子家庭となってですね、なんとか自立を図っていくための今回

補正でも上げさせていただいたんですけどが、訓練事業ということでそういっ

たことに生活保護の受給世帯であっても、そちらに結びつけるということはで

きると思いますので、今後そういうふうにしていきたいと思います。  

問（１３） ページ１３６ページの保育園管理運営事業の関係ですが、高浜市

では私的契約児というのは今、いるのでしょうか。それから、保育料の今、規

則で決めてみえると思うんですが、条例化が必要ではないかと思いますが、自

治事務になった以上は条例化が本来の姿ではないかと思いますが、その点でど

うかと。それから、中央保育園が１９０人の大型保育園ですが、相変わらず送

迎の駐車場もありません。駐車場の対策を早急に立てるようにと思いますが、



56 

この点での質問をまずいたします。 

答（子育て） まず私的契約児の関係ですが、高浜市では私的契約児は入園し

ておりません。続きまして、現行規則で保育料を定めておりますが、条例化は

どうかという御提案だと思いますが、近隣の状況を調べてみましてもほとんど

のところ、条例を持っておりまして、その下の規則で定めておるというのが現

状ですので、私ども現在のところは考えておりません。中央保育園の駐車場に

つきましては、今も例えば今後保育園のほうでは運動会等ありますが、そうい

った大勢みえる時などには従来同様、刈谷豊田総合病院さんのほうに駐車場の

一時的な借用をお願いしており、こうした行事の際は充足しておるというのが

現状ですし、通常の保育時間ですと、園長、主任が交通整理を行っており、車

が流れる方向を統一して、左側通行に誘導できるようしておりますし、保護者

の方についても、園児の送迎は速やかに行ってくださいよというような通知文

を発送しておりまして、現行このような対応で進めておりますので、よろしく

お願いします。 

問（１３） 園長や主任が出て、指導をしているというお話ですが、園長や主

任というのは本来、交通整理が主な仕事のわけはありませんし、周りのね、御

近所の方たちにやっぱり迷惑をかけてるわけですね。そうたくさん都合をつけ

なくてもいいわけですから、保育園の西側というんですか、あそこの駐車場を

少し部分的に借りて、そこを送迎用の駐車場として使えばいいと思うんですが、

そういうふうにする考えはないのかどうか。それから、保育園の母の会の会議

の時にはお母さん方はどこに車を置いてみえるのか、自転車でみえる方もみえ

るでしょうが、車でみえる方もおると思いますので、そういう場合はどこに置

いてみえるのか、まずその点をお示しください。 

答（子育て） まず通園にあたりまして、これまでもお話をさせていただきま

したように、あくまで徒歩が原則でありますよということで、そういった考え

に変わりはございません。母の会さんがどこに車を停めてみえるかまでは、ち

ょっと把握はしておりません。 

問（１３） 周りの方にね、迷惑をかけてることは紛れもない事実ですし、運

動会には大丈夫だといわれるんですが、運動会の時はともかく、毎日の送迎の
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ほうが大事な問題ですし、歩いて通うのが基本だといわれますが、今の近くで

なかったら、全域からというのが高浜の保育園の方針ですから、いくら１３平

方キロでね、小さい町だといったって、働きに行くために保育園に預けてるわ

けですから、そんな朝、悠長なことを言ってね、歩いて保育園に通えるなんて

方は限られてると思うんですよ。だから、本当にそういう方たちの送迎用の駐

車場を早く対策を立てていただくようにぜひ考えていただきたいと思いますが、

どうでしょうか。 

答（子育て） 車の駐車については、近くに公共施設として中央公民館等あり

ますので、そちらのほうの駐車場を御利用いただくこともよろしいかと思いま

す。 

問（１３） 今も言ったように、働きに行くために保育園に預けてるんですか

ら、市民センターに車を置いて、保育園に預けに連れていくなんてことは愚の

骨頂というんですか、お母さんたちにそんなことを言えば、みんな怒りますよ、

真面目に考えてくれているのかって。ぜひこれは考えていただきたいと思いま

す。それからこれは早く、早急に対策を立てていただくように指摘しておきま

す。それから３番のフルタイムの保育士が１８名、昨年が１５名でしたか、ふ

えていますが、この方たちを正規に登用する考えはないのかどうか、それと臨

時職員の賃金１人あたりの時間給はどのようになっているのか、まずその点を

お示しください。 

答（子育て） まず臨時職員についてですが、これまでも申し上げております

とおり、いわゆる通常退職者に加えて、１割相当分のフルタイム解消を図ると

いうことで進めておりますが、平成２０年度につきましては、年度末に急遽辞

められた方がみえて、当初４０人で始めたというような経緯がございまして、

そういったところから臨時職員が若干ふえております。続きまして、臨時職員

の賃金についてですが、平成１９年度から２０年度につきましては、正規職員

の給料、とりわけ１級、２級、３級で上がったことから、臨時職員もそれに合

わせて上げておりますので、よろしくお願いします。 

問（１３） 正規が３９人、臨時が７０人を超えているんですよね、これも大

変問題だと思うんですが、臨時で長い人はどれくらいの期間の方がみえるのか、
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お示しください。 

答（子育て） 臨時の長い人はというようなことで、前回も質問があったと思

いますが、１４年目の人が一番長い人になっております。 

問（１３） １４年も本当に臨時職員で働いてみえるということは、本当に御

苦労様と言わなきゃならんですけども、フルタイムで働いてみえる方が１４年

になるということかどうか確認をしておきたいと思います。それから、ページ

１４５ページから１４７ページについてですが、放課後児童健全育成事業の中

で、待機児がどれくらいいるのかということと、ぜひ４年生まで入れるように

なってると思うんですが、実際には待機の関係もあって入れないということ、

高取や楽習館は保育士がいないと承知していますが、運営の計画なんかは誰が

つくっているのか、その点をお示しください。 

答（子育て） 先ほどの１４年目の職員はということですが、フルタイムの職

員です。 

答（子育て主幹） 平成２０年度４月１日の待機児童につきましては、１１人

でございます。高取児童クラブは保育士がいないということでございますが、

保育士はシルバーの生活指導員の中に１人、資格を持った者がおります。  

委員長 １３番、質問はまだ多岐に渡りますか。 

答（１３） はい。 

委員長 １時間を目安に休憩を取りたいなという考えがありまして、まだかな

りあるようでしたら、ここで暫時休憩をしますけど。 

答（１３） まだあります。 

 

休憩 午前 ３時１３分 

再開 午後 ３時２１分 

 

問（１３） ページ１５７ページの生活保護の関係ですが、生活保護の生存権

を保障するという最低限度のセーフティネットということなんですが、この年

度で生活保護の認定に至った受理件数と却下件数はどうなっているのかという

ことと、生活保護の申請があった時の窓口の対応はどのような手順で対応して
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いるのか、お示しください。 

答（地域福祉） ２０年度におきます相談件数は、１１２件という相談件数の

中で、保護を受給された方というのは４１件になっております。残りの方たち

が保護には至ってないということでございます。申請時の体制でございます。

これは当然のことながら、人それぞれ生活歴が違いますので、５分１０分で終

わるような相談ではございません。ですから、十分に今までのことも聞きなが

ら、どういうふうにしたらいいかということを本人様と一緒になって考えてい

くという相談でございます。最初から保護にしてほしいということで、はいそ

うですかということではないということでございますので、十分本人様の意向

を聞きながらどういうふうにしたらいいかという対応はさせていただいており

ますので、よろしくお願いいたします。 

問（１３） 全て保護にするというわけにはいかないという、それは分かるん

ですが、どういう理由で保護が認定されなかったのか、大きなものがあればお

示しいただきたいというのと、その生活保護の受け付けるほうの体制なんです

が、ケースワーカー１人に対して受付から認定受けた人の状況、認定受けてそ

れで終わりじゃないと思いますので、受けた人が今どういう状況で生活してい

るのかというところまで見る場合に、過密状況というのはおかしいんですが、

人手が、手が回っているのかどうか、そのあたりをお示しください。  

答（地域福祉） 認定に至らなかった理由というのは、先ほど言いましたよう

にみなさん違いますので、例えば身内の方で扶養にしてくれただとか、それか

ら先ほども言いましたように、実は年金の受給資格がまだあってですね、もら

えるようになっただとか、それから働くところができたとか、いろいろと事情

はさまざまでございますので、これといって決まった理由はございません。そ

れぞれ違います。それから、申請を受け付けましてですね、流れというんです

か、受理をしますと、これは法で決められておりますが、２週間以内に決定を

するということで、その間、訪問調査だとか預金等、扶養等の照会をさせてい

ただいた中で、ケース検討会議というものを福祉事務所長を交えてですね、開

きます。それで決定をしておるということでございますので、よろしくお願い

いたします。 
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問（１３） 今、ケースワーカー１人に対して、生活保護を受けてみえる方た

ちのほうが多すぎるんではないかという質問をいたしましたが、その質問に対

するお答えは。 

答（地域福祉） 今、基準で決められておる何件持つかということでございま

すが、１人あたり８０ケースが基準となっております。今、現在、当市のケー

スワーカー１人５６件と、件数にすればですね、という受け持ちになっており

ます。ですから、これ件数によるものではございませんとは思っておるんです

けど、１件に対してどれだけいろいろな手がかかるかによってですね、単純に

は何件持ってるからどうのというものではございませんので、ひとつよろしく

お願いいたします。 

問（１３） わかりました。１人あたり５６件だけれども、手のかかる方もみ

えるし、大変な状況だと思います。この面ではぜひ頑張っていただきたいと思

いますが、この件は回しまして、次に、１６０ページ、いいです、いいです、

終わります。 

 

４款 衛生費 

問（１７） 主要成果の１７０ページですけども、この一番最後にあります、

刈谷医師会館建設事業費補助金１，０００万ありますけども、建設費の総額と

それから当然いろんな市が入っていると思うんですけど、各市の負担割合です

か、それからこの医師会館とはどういった機能があるのか、また高浜市の市民

にとってはどういった利用があるのかをお示しください。 

答（保健福祉） まず医師会館の建設事業費でありますが、建設事業費のほう

が４億８，７８３万円になっております。こちらに対しまして、高浜市のほう

が１，０００万、刈谷市が６，０００万、知立市が１，０００万、この３市で

合計８，０００万を補助をしております。医師会館の機能しまして、休日診療

所、こちらのほうを開設をしております。それから、刈谷、高浜、知立の各医

師会の医療機関のいろんな検査をやる臨床検査センターの機能を有しておりま

す。市民の方にこの医師会館がどういうふうに貢献をしていくかというところ

でありますが、今回刈谷医師会さんのほうも災害時の救急医療の拠点という形
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で整備をしておられます。ですから、災害時において地域の医療機関が機能し

なくなった場合もなんとかここで機能を果たせるような、そういう耐震の設備

も含めて整備をされております。 

問（１７） 今の負担割合をもう一回お願いいたします。今、合計４億８，０

００万になりますかね、僕、ちょっと勘違いかもわかりませんけども。  

答（保健福祉） 建設工事費が４億８，７８３万円ということで、そのうち刈

谷、高浜、知立、この３市で８，０００万を補助をしております。あとは自主

財源ということです。 

問（８） １項２目の老人・成人保健事業のところで、１６０ページですね、

ここの受診者８１３人の中のＡＢＣという結果区分がありますけども、このＥ

とＦの方が非常に多いわけですけど、これ昨年、一昨年の成果表と比べたら１

８年度がＥ、Ｆ、要するに再検査というんですか、精密検査を要する方とか治

療を要する方というのは４５％で、１９年度が５２％で、２０年度が９３％と、

急にふえておるんですけど、この辺の状況があるのかどうかということと、こ

れが１６８ページのところに健康管理システムで３，３００万余りの予算が使

われておりますけど、ここで市民の健康管理を努めたというふうに書いてあり

ますけど、このへんの検査を受けられた方をこのシステムで市民の健康管理を

しておるということですけども、どのような活用のされ方をしているのか、今

後どのように活用されていくのか、その辺について、ＥとＦの急に上がったと

ころの原因と活用についてお聞きしたいと思います。 

答（保健福祉） ２０年度において、総合検診の要精検者の数がふえておると

いうことですが、これはたまたまということもあるかもしれませんけども、実

は日本人間ドック学会というところが１９年度の調査ですけども、その調査に

おいて成人ドックを受けられた方のうち、異常がなかったという方が１割を切

るという結果が報告されております。こういった異常がない方が非常に少ない

というのは、今まで調査をしてきた中でも初めてのことである。要するに、逆

に異常のある方がふえてきておる、いろんな社会環境、いろんなストレスです

とか、そういった部分で、健康状態が悪化しておる方が多いということのあら

われであるかと思います。もう一つ、１６８ページのほうの健康管理システム
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のほうを３，０００万使わさせていただいて、整理をさせていただいておるわ

けですが、従来の健康管理システムというのがあったわけですが、老人保健法

による健康診査の検診票ですとか、そういった帳票類を打ち出す際に過去の検

診データを表示をしながら、処理をしておったもんですから、どちらかという

とデータの蓄積というのが、主な目的であったわけですが、今回導入をさせて

いただいたシステムは、このデータのほうを蓄積をするという形だけじゃなく

て、収集させていただいたデータを分析をさせていただいて、今後の健康教育、

予防の面に活用していけれるように分析をしていきたいと考えております。  

問（１３） １６０ページの同じところですが、検診の受診率がどうなってる

のかということと、受診率を上げるための取り組みはどうなってるのかという

こととをお願いします。 

答（保健福祉） 受診率というのは、それぞれ総合検診に受診率があるとかっ

ていうものでもないものですから、非常に受診率というのはとらえにくい部分

があります。仮に総合検診の場合ですと、昨年の市立病院、１９年以降、少し

受診者数というのが少なくなったことはありましたが、昨年においては少しふ

えておるような状況です。その他のがん検診等の受診率に関しても、少しずつ

上がってきてはおりますが、こちらのほうもいろんな個別の受診勧奨、郵送等

の受診勧奨ではなかなかふえてまいりませんので、やはり保健師が直接一軒一

軒ですね、電話をさせていただいての受診勧奨というのが、功を奏しているよ

うなところもあるかと考えております。 

問（１３） 受診率については、やはり保健師さんの直接耳から言われると行

けるというのがあるかと思いますが、今、高浜がやってるのは７月から９月が

取り組みをしてるわけですが、これを通年検診にする考えはないのかどうか。

前に通年検診もできるということを聞いた気がするんですが、そういう考えは

ないのかお示しください。 

答（保健福祉） 検診の年間受診という体制については、医師会のほうにです

ね、依頼をさせていただいて、基本的には受けていただける体制にはあります。

ただし、年間通してということになりますと、やっぱりなかなか受診が上がら

ないものですから、私どもとしては、７、８、９を強化月間というような形で
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受診勧奨をして、その間にそれ以降にですね、また未受診者の方に受診勧奨し

ていただいて、受けれる体制というのが医師会のほうにお願いをしてあります。 

問（１３） わかりました。次に１７７ページの４款２項１目、ごみ減量リサ

イクル推進事業の関係ですが、資源ごみの分別拠点が豊田町にはないというふ

うに聞いています。大変住んでいる方は難儀してみえまして、神明町へ運んで

みたり、自分の知り合いに頼んでみたり、いろいろしてみえるように聞いてい

ます。豊田町の方でそういう意見が出たことはないのかどうか、お示しくださ

い。 

答（市民生活） 豊田町からの意見を聞いたことがないかということでござい

ますが、こちらのほうに私、４月以降まいりましておりますが、今のところそ

ういった御意見はお聞きしておりません。 

問（１３） 私が聞いてるところでは、いろいろ大変不便をしているというこ

とで聞いてるんですが、町内会長さんに頼んだこともあるけども、何もしてく

れなかったというようなお話も、以前ですが聞いています。ぜひこれ市が集め

てるわけですから、指導性を発揮して、豊田町でしたら公園のところぐらいで

も結構ですので、拠点をつくっていただきたいと思います。それから１７８ペ

ージのごみ収集運搬業務等委託事業の中で、プラスチック製容器包装中間処理

業務委託２，１０８万４，０００円出ていますが、処理業務の委託費ですが、

昨年の２月から富山のほうへプラスチックを持っていくというふうに聞いてい

ますが、富山に売った利益といいますか、どこに入っているのかちょっと探し

たんですが、わかりませんでした。ぜひ教えてください。まずそこまでお願い

します。 

答（市民生活） まず豊田町の分別拠点の新設でございますが、委員も御承知

のとおり、資源回収の分別拠点の運用につきましては、市民の皆様はもとより、

町内会様の御協力がなくては運営が成り立ちません。町内会長様よりこういっ

たお話で拠点の設置の場所の検討、運営等々を含めて、お話があれば早急に対

応させていただきますので、まずは町内会長様からお話があってからだという

ふうに思っております。続きまして、１７８ページのプラスチック製容器包装

中間処理業務委託でございますが、これは２０年４月から本格回収をさせてい
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ただいております。プラスチック製容器包装リサイクルの件でございますが、

高浜衛生のほうである程度の塊にするような処理をしていただく費用でござい

ます。収入につきましては、２０年度の部分でございますので、ちょっと数字

的に今、持ち合わせておりませんので、２０年度の実績がないということでご

ざいます。 

問（１３） ２０年度の実績がないという、２０年の２月からですからね。わ

かりました。収入については、どこにもついてないということですか。  

答（市民生活） ２０年度の富山の分という部分は、俗に言う指定法人ルート

ということで、日本容器包装リサイクル協会様のほうを通じて処理もしており

ますので、そういった形では額の確定がした場合にですね、何かしらの金額が

市のほうに入ってくるよというふうにはお聞きをしております。  

問（１３） ページ１７９ページの資源ごみ売却収益金額、２，０３０万３，

５６５円入っていますが、この内容をお示しください。それから、１８１ペー

ジの放置自動車等処理事業の中で放置自転車の監視業務は、７８万５，８６２

円と、昨年１１８万６，２６０円となって、かなり減ってるんですが、放置自

転車・不法投棄ごみ処理業務委託はあまり変わってないと。これはどのような

活動をしているのか、内容についてもお示しください。 

答（市民生活） まず１７９ページの資源ごみの売却収益でございますが、歳

入については、２，０３０万３，５６５円ということで内訳でございます。ま

ずびん類ということで、１１万９６５円、あとは白色、茶色、黒物等のカレッ

トという物でございますが、これが合わせまして、３２万８，２００円、アル

ミ缶でございますが、アルミ缶については、３８４万９，０３７円、続きまし

てスチール缶のほうが、１６４万５，９０８円、段ボール、新聞、雑誌の紙類

でございますが、まず段ボールが２６５万９，７７５円、新聞紙が４６１万９，

２６０円、雑誌につきましては２４６万２，２８０円、紙パックにつきまして

は１３万３，９５０円、続きましてペットボトルの透明なものでございますが、

こちらが４３９万２，９９９円、ペットボトルの白、色付きのものが３万５６

６円、キャップの下のリングでございますが、こちらについては６万４２９円

の収入が主なものとなっております。続きまして、１８１ページですね、放置
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自転車等監視業務委託がなぜ下がったかというところでございますが、平成１

９年度こちらの業務のほうを午前６時半から９時３０分までの３時間お願いを

しておりましたが、事務の見直し等を図りまして、７時から９時までの２時間

にさせていただきまして、時間数の減による委託料の減という形になっており

ます。続きまして、放置自転車・不法投棄ごみ処理業務委託でございますが、

市民の皆様等から不法投棄があるぞというような通報をいただいた時に、一刻

も早く現場に行っていただいて、片付けていただくようにということで、そう

いった現場作業を主にやっていただいておる業務でございます。  

問（１３） 先ほどの説明の中で、ペットボトル、色物についてというお話が

出ましたが、ペットボトルはみんな一緒にペットボトルは入れてしまうんです

が、ペットボトルのところに。それをまた資源ごみとして出す時には、色のつ

いたのとついてないのと別々に分けてみえるのかどうか、その点をお示しくだ

さい。それから、ページ１８２ページ、４款２項２目、市営墓地整備事業、今

後の計画、市営墓地もあと５基ですかね、裕がなくなってきたとように思いま

すが、今後の計画はどのように考えてみえるのか、お示しください。 

答（市民生活） まず１７８ページのペットボトルの色物と透明な物というこ

とでございますが、こちらペットボトルの中間処理業務委託ということで、委

託をしておりまして、その中で選別の作業もしていただいております。続きま

して、１８２ページの市営墓地の件でございますが、平成２０年度末というこ

とで、高浜南霊園のほうは３３６区画あるんですが、空数が１０区画というこ

とで、昨年のこちらの決算のほうでも御報告をさせていただいておりますが、

９月６日に全て完売という状況でございます。今後の予定についてということ

では、現在のところ計画は持ち合わせておりません。 

 

５款 労働費 

問（１３） ページ１８５ページ、５款１項１目、勤労福祉事業のところで、

職業紹介が１，５２５人、昨年相談数としてあったわけですが、就職するため

の機能として利用されてたわけですが、今後職業紹介はなくなりましたけども、

市として就労支援をどのように考えているのか、代わりの就労支援を考えてみ
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えるのかどうか、お示しいただきたいと思います。それから、市民生活援助事

業、３番のところですね、８３１万９，５００円ありますが、市民が困ってい

る時に利用状況がないんでは、借り勝手が悪いんじゃないかと思いますが、こ

の利用状況が大変悪い内容をどのように考えてみえるのかお示しください。  

答（市民生活主幹） 主要成果１８５ページのまず、高年齢者職業相談に要す

る経費のところの御質問でございますが、２０年度からは相談業務のみという

ことで、紹介業務のほうはこちらのほうでは行っていないという現状でござい

ます。つきまして、市として、こういった職業を紹介するという業務は２０年

度以降行っていないということで、今後市としてどういうふうな対応をしてい

くかということでございますが、ハローワークさんと連携を取ってですね、市

のほうに御相談があった場合、ハローワークさんのほうへ速やかに御案内をす

るような形で考えていきたいと思っております。そして市民生活安定資金信用

貸付保証制度の状況ということでございますが、こちらにつきましては最終的

には金融機関さんのほうが貸付を行うような制度でございまして、金融機関の

基準によって、こちらのほうが行われているような状況でございます。今後と

いうことでございますが、金融機関さんのほうがこちら判定をしているという

ことで、難しい状況であるということを御理解いただきたいと思います。 

問（１３） 勤労福祉事業の職業紹介の関係ですが、ハローワークと連絡を取

ってというお話ですが、ハローワークも大変いっぱいで、この前行った方がか

なり何時間か待たされたと聞いてますが、高浜でぜひそういう相談に乗ってほ

しい、またそういう相談を取り扱ってほしいという声がありますが、そういう

点でどうしていこうと考えていこうと考えているのか。市民生活援助事業につ

いて、金融機関がだめだと言ったという話がありましたが、申し込みがあった

のかなかったのか、その点をお示しください。今後、民間の高利の金利で借り

てしまうようなことがないように、ぜひ市民生活援助事業が市民のために利用

されるように、ぜひどういうふうに改善していこうと考えているのかお示しく

ださい。 

答（市民生活主幹） 先ほどのハローワークとの連携ということでございます

が、週に１回、私ども市役所のほうに職業案内というもので、こういった職業、
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今、募集しておりますという通知が来ております。こちらのほうを手渡しさせ

ていただくなりにして、今、対応しておるところでございます。市民生活安定

資金信用貸付保証状況、こちら御相談としては件数としては、２、３件、今年

度におきましてもございます。ただ一番大きくネックになっておるというとこ

ろが、他にも借り入れをされておるというところで、金融機関へのハードルが

高くて、次の貸付が、こちらの貸付が至らないというような状況であるという

ふうに聞いております。 

問（１３） 市民生活安定資金信用貸付保証制度、前に普通貸付については条

件が少し緩和されたかと思いますが、今の大変厳しい中で、それでも市役所の

こういうのを借りるのは壁が高いというか、そういうふうに思ってみえる方も

多いかと思うんですね。ぜひそんなに、先ほど言われたような理由があればで

すけども、ぜひ借りていただけるように、改善をしていただきたいと思います

が、その点お願いします。それから１８６ページの２目の中で、職業能力開発

事業、衣浦地域職業訓練センター管理公社事業費補助金というのがありますが、

２，６３０万、これについてどのような効果を発揮しているのか、どのような

取り組みがされているのかお示しください。 

答（市民生活主幹） 主要成果１８５ページの市民生活安定資金信用貸付保証

状況の件でございますが、市民の方からのですね、小口の借入、貸付等お願い

があった場合、こういった制度のほかに社会福祉協議会で行っている制度とか、

他方面の制度がございますので、そういったことを紹介しながら、お客様には

お願いをしているところでございます。続きまして１８６ページの職業能力開

発事業の中の衣浦訓練センターの件でございますが、こちらにつきましては職

業を次につなげる研修ということで、講座等を行っておりまして、平成２０年

度におきましては、３，４３４名の方の受講がございました。また一般の講座

といたしましても６５１人の参加があったという結果でございます。  

 

休憩 午前 ４時０１分 

再開 午後 ４時０９分 
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６款 農林水産業費 

問（５） 一つ質問させていただきます。１９０ページの明治用水中井筋の改

修工事ということで今のところ中電の送電線の跡を除いて、飛び飛びで工事が

進んでいるわけですけども、今後の工事の進捗状況を説明していただきたいと

思います。 

答（地域産業） 飛び飛びになっている今後のスケジュールということでござ

いますけど、確かに中電の鉄塔がありまして飛び飛びということになりまして、

昨年は事業の計画を変更させていただいております。今後は、生活道路、橋の

関係がありますので、そこを勘案しながらですね、順次進めて、できるだけ下

流のほうから進めていきたいということを、県には聞いています。年度計画が

２７年までたっておりますので、概ねそれに沿ってやっていきたいということ

を聞いておりますのでよろしくお願いいたします。 

問（５） そうすると、２７年度まではそんなに大きな変更はないと。工事変

更に。ということでいいのかな。もし大きな変更というのか、多少の説明が必

要なら僕は地元のですね、町内会だとか、明治用水関係者にも説明が必要かと

思いますけども、その辺よろしくお願いいたします。 

答（地域産業） 年に一度、議員も御承知のとおり明水会さんと地元の町内会

さんのほうには説明をさせていただいております。ですから、年度当初にはも

ちろんさせていただきますけど、昨年度もそうですけど、今年度もですね、そ

の工事が変更があれば、その都度、御説明にあがっておりますし、また、業者

さんのほうが決まればですね、詳細について改めてまた町内会長さんのほうに

は御説明にあがっておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

７款 商工費 

問（１） 一点、補助金の関係でですね、２０１ページ高浜市信用保証料の補

助金ですね、これ、昨年補正も組んで増額させていただいたと思うんですけど

も、今年もまた同じような状況でどれくらいまた、予算額を上回りそうなのか、

その辺もちょっとお伺いしたんですけども。 

答（地域産業） ２０年度につきましては、平成１９年度に比べまして件数で
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２．３倍、補助額で３．５倍でございます。推移には今年度どうかというお話

なんですけど、推移は、件数的には同じように推移しております。額面的には

若干、不足しておりますので１２月補正を今、検討しております。 

問（１３） ２０２ページですね７款の１項２目、地域産業振興事業のところ

で、三州瓦リサイクル製品製造設備整備補助金というのが出ていますが、２４

０万ですか、出ていますが、これ石川県の長谷川教授でしたか、結果が、問題

ないというような結果が出たように思っているんですが、その活用内容をＰＲ

しないのかという点と、瓦のシャモットを活用できないのかという点、まずお

願いします。 

答（地域産業） 活用につきましては議員がおっしゃられたように、石川県の

長谷川教授のとこで農産物につきましては特に問題なく発育のほうも良好だと

いう結論を得ております。それをもちましてデータがそろいましたので、ＰＲ

として冊子をつくりまして関係機関のほうには配らせていただいております。

それとシャモットの活用でございますけども、それに基づきまして花器園芸と

かですね、若干少ないですけど、ＪＡさんのほうにですね、そういうものを卸

させていただいております。 

問（１３） せっかく冊子ができても何ていいますか、農業関係だけじゃなし

に、もっといろんなところにＰＲするために配られたほうがいいんじゃないか

という気がいたしますが、その点と、ドミーの前というかサカキヤの前あたり

ずっと低木帯ですか、高木と低木が植わっていますが、路肩のところに肌色の

あれがやってあるんですが、あればどういうものか、関係ないかもしれません

が、同じような感じを受けますのでついでに聞いておきます。 

答（地域産業） 冊子の配布につきましては、愛知県陶器瓦工業組合のほうに

そのように伝えておきます。 

答（計画管理） 二点目のいわゆる、今、内藤委員おっしゃった部分でござい

ますが、吉浜棚尾線、いわゆる碧南高浜環状線ですね、そこに低木帯のところ

にいわゆる草を生えない、防除するため、吸水率はありますけども、そういっ

たものを県が試行的に施されておると思います。それについて私ども今、シャ

モットという話の中でですね、シャモットをそういった形で転用できないかと
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部内でもそういう話題がありまして、そこら辺の部分少し使えるんじゃないか

という、そのくらいの話はしております。 

問（１３） ２０４ページの４目いきいき号の問題ですが、刈谷総合病院や安

城の厚生病院への相互乗り入れについての対策について、結果はどうなってい

るのかという点と、まずそこからお示しください。 

答（市民生活主幹） いきいき号の路線の見直し等につきましては、高浜市地

域公共交通会議というものを７月２日、要綱制定いたしまして、第一回の会議

が本年９月１６日に開いております。第一回の会議につきましては現状の課題

の抽出ということでこちらのほう、委員の皆様に御説明をさせていただきまし

た。今後につきましてこういった課題を抽出して路線を、どのようにしていっ

たらいいものかどうかということを、検討を加えていきたいというふうに考え

ております。 

問（１３） 協議を始めたということだと思うんですが、委員が何人かみえる

ようですが、委員は何人くらいみえてどういう方たちがなっていて、という点

の取り組みの内容といいますか、状況をお示しください。 

答（市民生活主幹） 委員の高浜市地域公共交通会議の委員の構成メンバーと

いうことでございますが、まず、バス事業者、それからタクシー事業者が１社

ずつ、それと大きなそれの元となります、タクシー協会さん、バス協会さん、

ともに１名ずつお願いをしております。また運転手の代表となる方、タクシー

の運転手の代表となる方を１名、こちらお願いをしております。また、利用者

の代表といたしまして町内会の代表者の方と利用者の代表者の方、２名、こち

らお願いをしております。あと、交通会議で必要と認める者ということで６名

の方をお願いしておりますが、例えばですね、大学の教授とか県道等の道路管

理者の方等をこちら委員の方がお願いをしております。そして市の職員の方２

名、合計で１６名の方を委嘱しております。 

 

８款 土木費 

問（５） ２１１ページの人形小路設計業務委託ということで今までの計画か

らしてですね、どれくらいの進捗の状況なのか御説明をお願いしたいと思いま



71 

す。 

答（都市整備） 人形小路の整備状況でございますけれども、この事業につき

ましては、平成１９年度に実施をいたしてございます、人形小路設計業務、こ

れは基本設計でございますけれども、これに基づきまして市道呉竹八幡線等を

２０年度に委託のほうを実施してございます。人形小路の整備工事につきまし

ては、昨日現地調査をしていただきました、市道駅学校線、これは吉浜の駅前

から山田電気さんのところまでの区間約３７０メートルの工事の整備をさせて

いただいてございます。御質問の整備の状況といたしましては、人形小路の整

備延長１，７６０メートルでございますが、これに対しまして、２０パーセン

ト、整備工事のほうといたしましては、２０パーセントの状況となってござい

ます。 

問（５） これは５年計画だったですかね。確かそんなようなこと伺ってはい

ますけど。当然、まち協であるとか、町内会さんであるとかですね、十分そう

いう人たちの御意見を組み入れての設計かと思いますけども、今後その変更の

申し出だとか、そういう申し出は今のところないと考えてみえますか。 

答（都市整備） この内容につきましてはですね、平成１８年度に在宅長寿の

わがまちづくりプラン調査策定業務におきまして、当時吉浜のまちづくり協議

会の設立準備委員会でございましたが、そちらのほうの委員会さんのほうにお

聞きのほうさせていただきまして、こちらのほう策定をまとめてございます。

それ以降、御要望とかですね、そういったものというのはまだ今のところ聞い

てはございませんが、十分に話し合いがしておるというふうに理解をしてござ

います。 

問（５） ２１７ページ港湾管理事業のですね、高浜ベイサイド計画改定業務

委託ということで、今度、委員会の後に説明があると思いますので、その時ま

た質問させていただきますけども、とりあえず、この委員会の設置及び運営補

助ということでですね、委員会の設置の構成メンバーですね、構成メンバーの

選出をどうされたのか説明をお願いしたいと思います。 

答（政策推進） 本検討会のメンバーとしまして、高浜ベイサイド計画の本市

の臨海部に特化した計画であることから、本市の活動しているＮＰＯ団体、そ
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れとボランティア団体、民間企業者、商工会、臨海部の事業推進に関わってい

ます、知立建設事務所、衣浦港務所さんがメンバーとして入っております。 

問（５） その委員会においてですね、委員からそれぞれいろんな御意見、要

望等があったと思いますが、十分に反映、十分とは言えないかもしれませんけ

ども、御意見をいただいて反映していると考えてよろしいでしょうか。 

答（政策推進） 委員会の意見ですが、この作業中に、一応４回の作業部会を

行いました。それとあと、現地見学と個別のヒアリングも行いました。その中

で委員さんの反映というのが、できていると思います。ただ、一番重要な意見

では、港が孤立しているのではないかという話がありまして、海のほうに来て

いただけるようなものづくりをしてほしいということを言われておりました。 

問（５） ２２１ページの公園緑化費公園整備管理事業の中のですね、修繕料

のトイレ、遊具、照明等がありますがその管理というのはですね、どのように

なっているのか。まち協だとかシルバーにも委託している部分があるかと思い

ますけども、この管理の状況をちょっと説明していただきたいと思います。 

答（都市整備） 市内の公園ですが、港小学校区にございます３つの公園、そ

れから吉浜小学校区にございます公園等９箇所、これにつきましてはそれぞれ

まちづくり協議会さんのほうで管理をしていただいてございます。その他の公

園につきましては、今お話がございましたように、シルバー人材センターのほ

うで委託をしてございます。委託の内容につきましては、除草等とかですね、

低木等の刈り込みとかですね、従来シルバーさんがやってみえたものをまちづ

くり協議会さんのほうにはお願いをさせていただいておるという状況でござい

ます。修繕料につきましてはですね、本当に最近いたずら等も多いんですけど

も、そうした施設の損傷劣化による損傷等に対応するために支出のほうさせて

いただいてございますので、そういった管理されていく中で、その中で対応で

きないものを修繕料とさせていただいて、こちらのほうが対応させていただい

ておるというような内容になってございます。 

問（５） 特に公園のほうでですね、修繕があったりですね、それから使用禁

止ということになっておるわけですけども、この今の現状と対策というのは前

も少し質問させていただくことありますけども、その現状ですね、修理点検、
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点検が年間何回だとか、そういうようなことが委託されていたと思いますけど

もその現状をちょっと説明願います。 

答（都市整備） 遊具の管理につきましては、毎年安全検査これは、年２回や

ってございます。今年でございますと、６月にやっておるんですけども、それ

とあと保守点検のところで毎月点検のほうさせていただいてございます。維持

管理の考え方といたしましては、定期点検による施設の維持管理を実施を委託

の方業者にしていただきまして、その点検報告に基づいて施設の更新を行わず、

部分補修等というものを今まで実施をしてきたのが現状でございます。ただ、

最近ご案内のとおり、劣化等もかなりひどくなってきまして、８月のときの臨

時会のときに補正ということもお願いをした経緯もあるんですが、そうした中

でですね、やはりもう部分補修では対応できないというようなものにつきまし

ては、更新等を検討していく中で進めていきたいというように今考えてござい

ます。対応といたしましては、現地のほう行っていただくとよくお分かりにな

ると思うんですが、張り紙等で使用禁止とかそういったものの周知のほうさせ

ていただいておるというのが現状です。ただ最近、そういった張り紙等をして

も、すぐそれをまた張り紙をはがされてしまうというようなこともございまし

て、また一時的に使用禁止をしている中で、使用禁止をしているにもかかわら

ず、さらにまたいたずらをされるというようなことも、特にこれはトイレのほ

うでよく発生をしているんですが、そうした場合ではもう完全に使用ができな

いというような対応をしているトイレもございます。 

問（５） 具体的に言いますと、丸畑公園なんかですね、遊具が使用禁止にな

っておりました。たぶん、７月の初め頃から９月中ごろですかね、撤去された

ということで、我々の市民感情からいきますとですね、夏休みというのは、公

園で子どもが遊具を使って楽しく遊ぶという中にあってですね、この期間中に

限って使用ができないと。夏休み中に。ということを考えますとですね、なん

とかその予算措置も含めてですね、７月頃までに定期検査、使用禁止を解除し

てですね、新しい遊具に変えるとかですね、修繕を行うとかですね、そういう

ことができないのかどうか、その辺、問題点があるのか。なければですね、そ

ういう配慮をしてほしいなとそう思っておりますが。 
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答（都市整備） 遊具につきましては、当方といたしましても、これは子ども

が遊びを通して、心身の発育、発達や自主性、創造性、社会性などを身につけ

るために利用することを目的としているものでございます。そういったものに

鑑みましてですね、御指摘のとおり一番使用頻度が高い夏休みと、たまたま今

年の場合につきましては、その６月の安全検査を踏まえた中で修繕等のものを

計画をしてまいりましたもんですから、それが少額というか、すぐに対応でき

るようなものでございましたら、すぐ対応はさせていただくんですが、やはり

遊具となってきますとかなり金額のほうもかかってございます。そうしていく

中では、手続きといたしまして、やはり見積り徴収をしたりとか、その中でそ

の開札をしたり、そういったものの手続きを踏む期間がどうしても必要となっ

てございますので、結果としてたまたま今年の場合は、その夏休み期間中に入

ってしまったということで利用者の方には多大なご迷惑をおかけしたというこ

とはこちらのほうも重々承知してございまして深くお詫びを申し上げたいとい

うところでございます。御指摘のとおり、来年から、この一番大事なその夏休

み期間を有効に活用できるように、そういうような前倒しというか、そういっ

たような手続きで進めていきたいというふうには考えてございます。 

問（１０） ２１９ページ負担金で衣浦豊田道路建設推進協議会がありますが、

この協議会は名前のとおり建設の推進を目的に活動されておるかと思いますが、

その活動内容と本市の立体事業の状況についてお聞きします。 

答（計画管理） 衣浦豊田道路建設推進協議会、委員おっしゃいましたとおり

名のごとく建設を推進するための協議会でございます。本市を含めまして、豊

田、安城、刈谷、知立と碧南も入りまして６市で構成をしております。活動の

主な状況でございますけども、国交省、国土交通省ですね、それから財務省、

それから国の出先機関でございます、中部地方整備局等々にですね、陳情活動、

要望活動を行っておると。それだけではなくて、事業を通して近隣市で意見交

換、そういったこと等も行っております。それからそういったことが一つの結

果だというふうに私ども考えておりますが、協議会の活動結果いわゆる渋滞緩

和解消のための高浜立体という事業に繋がっておるんではないかというふうに

考えております。それで事業の進捗でございますが、この間、先日ですね、地
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域のほうに配りました情報提供ということでパンフレット等を議員各位にお配

りをしておるわけでございますが、今年度ですね、たぶん１１月の中下旬くら

いになると思います。衣浦大橋の交差点のところから碧南市側で一応５基の５

脚のですね、下部工といいまして、橋を支える部分の工事に入っていくという

ふうにお伺いをしております。 

問（８） ２１８ページ、８款２項１目の都市計画マスタープランのところな

んですけど、これマスタープランそのものではなくて昨年の３月に予算のとき

にそれと平行して緑の基本計画の策定業務がありましたけど、このことが載っ

てきていないんですけど、これは何か理由があって載ってきていないのか、そ

の辺についてお聞きしたいと思います。 

答（計画管理） 今の御質問の件で、緑の基本計画いわゆる緑のマスタープラ

ンでございますが、昨年度一応予算をつけていただいて、事業は委託事業とい

うことで着手しております。しかしですね、愛知県のこれは上位計画というこ

とで広域の緑の基本計画という計画がございましてその計画との整合をとるた

めにですね、実は３月のときに繰越の手続きをさせていただいておりまして、

今目下事業を進めておる状況でございますのでよろしくお願いいたします。 

問（８） それは２１年度に策定されるということでしょうか。 

答（計画管理） 一応、昨年と今年ということで２１年度中には基本的な考え

方等々をまとめていきたいと思っております。 

問（１３） ２０６ページと言いますか、入札に関して資料請求していただい

たんですが、最高落札率が１００パーセントということで、最高落札率の事前

公表を今やってみえるんですが、見直す時期に来ているのではないかと考えて

いますが、その点でどうなのかということ、それから２１９ページで街路計画

事業、これは名古屋浜松というと思うんですが、道路推進協議会８万円、これ

はどのような活動をしているのか、どのような内容のものなのかお示しくださ

い。 

答（契約検査） 事前公表、予定価格の事前公表等につきましては、現在のと

ころ工事及び委託のコンサルにつきましては、事前公表をしております。見直

しにつきましては地域の入札契約等の状況を勘案いたしまして、検討してまい
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る考えをもっております。 

答（計画管理） ただ今、名浜道路の協議会の件についての御質問でございま

すが、この道路推進協議会のほうですけども、いわゆる知多地域と西三河東西

ですね、東西西三河地域の９市７町でこの協議会を組織しております。これは

起点がですね、ちょうど常滑市、いわゆる中部国際空港のところから衣浦湾を

渡りましてですね、三河の海岸近くと申しますか、表現が非常に難しいですけ

ども、そこをずっと通りまして蒲郡まで行き着くルートの道路計画でございま

す。これはご存知の通り、地域高規格道路ということで地域の連携だとか道路

の機能をですね、最大限活かすためのネットワーク道路ということになってご

ざいます。この協議会の活動内容といたしましては、先ほどもちらっと衣浦豊

田線のほうでお話をしておりますが、やはりまだこの計画道路区間で一部の区

域だけが調査区間ということで、まだまだ事業としては進んでおりません。そ

うしたことから中央へ道路の必要性を訴えるだとか、それから事業に関しての

ですね、陳情というか内容をですね、細かにお話をしていっておるということ

でございます。一つ加えておきますけども、これ、市、各自治体だけではござ

いませんで、いわゆるその関連しています、商工会と商工会議所ですか、その

部分も１５年に同じような経済団体の組織をつくられておりますので地域が一

体となってこの道路を支援していくという形でやっております。 

問（１３） これ建設促進事業ということだと思うんですが、高浜は実際には

この中には入っていませんし、伊勢湾口道路と同じように大型公共事業の類に

入ると思うんですね、これ脱退すべきだと思うんですが、市長の見解を求めた

いと思いますが。 

答（計画管理） 今のお話でございますが、この道路自体、先ほども縷々申し

上げておりますが、道路というのは必ず繋がってですね、地域間連携だとかネ

ットワークだとかそれから交流機能だとかいろんな要素を備えてございます。

現に衣浦豊田線等々できましてですね、豊田へのアクセスというのは非常に早

くなりました。そういったことから、この名浜道路につきましてもですね、最

終的にはいわゆるそういった高規格道路がですね、ネットワーク上で結ばれて

という形のことを考えておりますので、高浜市としてはしばらくの間はきちん



77 

と支援して協議会のほうに入会していきたいというふうで考えております。 

問（１３） 高浜としては一緒にやっていくというお話ですが、これもね、大

型公共事業の類に入るわけでこういうのに推進協議会に入っているということ

が、やっぱり地域の自治体から応援しているんだということになりますので、

ぜひこれは脱退を求めたいと思います。これについては、９市７町が参加して

いるというふうにお聞きしましたが、この現在出ていますルートも確定したも

のではなくて推進協議会、経済連合会としての要望案だということになってい

ますがこういうものをどんどんつくって、大型公共事業を広げていくというか、

拡大していくということが、日本の赤字をどんどん増やしていく元にもなりま

すので、ぜひ脱退されるように求めたいと思います。それから２２３ページの

６項１目、借上公共賃貸住宅、これ総括質疑で話が出ましたのであんまりやり

ませんが古い住宅っていうのか、一番古い住宅はどこなのかということ、家賃

はいくらなのかということ、まずお示しください。 

答（市民生活主幹） 主要成果２２３ページの借上公共賃貸住宅賃借料で一番

古いものということでございますがセンチュリー２１でございます。家賃につ

きましては６万８，７００円が３棟、６万８，６００円が１棟、７万５，４０

０円が１棟でございます。 

問（１３） これの現在１７戸空いているというふうに聞いていますが、大家

さんと相談してといいますか、協議して家賃を下げていただくような相談がで

きないのかどうかその点、お示しください。 

答（市民生活主幹） 家賃の値下げにつきましては、総括質疑の中でも御回答

させていただきましたが、現在入居されている方とのバランスをどうやってい

くかという課題もございますので慎重に対応していきたいと思っております。 

 

９款 消防費 

問（１０） ２２８ページの訓練に関する事業でございます。（２）の支出額

６４１万５，２００円が全体で書いてありますが、訓練内容によって委託料が

変わってくるかと思いますが、どのような方法で計算されておられるか教えて

いただきたい。 
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答（生活安全） 主要成果２２８ページの訓練に関する事業の中の委託料の積

算根拠でございますが、まず、訓練につきましてはですね、消防団、非常に多

くの訓練をやっております。分団訓練、幹部訓練、本団訓練、機関訓練、新入

団員訓練、非常召集訓練、操法特別訓練、それからラッパ訓練、水利点検、器

具の手入れ、体力錬成訓練とこういったような訓練を年間を通じてやっておる

わけですけれども、これに対しましてですね、各分団あたり一回の訓練につき

いくらというような形で個別にですね、積み上げ方式で積算をさせていただい

ております。 

問（１０） これはどの程度の２、３年で見直すのか、５年で見直すとか１０

年で見直すとかそういうあれはございますか。 

答（生活安全） 見直しにつきましてはですね、訓練の状況とか社会状況等の

変化によって見直しをしていきたいというふうには考えておりますが、最近は

金額的な修正は行っておりません。 

問（１０） 金額的な修正は行っておらないとうことで、消防団も一生懸命や

っておられるわけでございますので、どうか一つ明るい希望が持てるような金

額等にしてやっていただけると、と思いますのでよろしくお願いします。 

委員長 それではここで御諮りをしたいと思いますが、審査の途中ですけども、

本日の審議はこれをもって打ち切りとし、明日７日、午前１０時より再開した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

異 議 な し 

 

散会 午後４時５０分 

 


